
（平成２２年３月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 28 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 17 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 44 件

国民年金関係 17 件

厚生年金関係 27 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 2970 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和48年７月から49年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年７月から 49 年３月まで 

② 平成４年３月 

③ 平成４年５月及び同年６月 

④ 平成５年２月 

⑤ 平成５年５月 

⑥ 平成５年 10 月から６年４月まで 

⑦ 平成６年６月から７年３月まで 

申立期間を含む、私がＡ市に居住していた当時の国民年金保険料の納

付については、定期的に自宅に集金に訪れていた町内会の集金人を通じ

て、妻の保険料と町内会費と一緒に主に私の妻が納付していた。未納の

通知等が届いたことは無く、申立期間の保険料が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、町内会の集金人を通じて国民年金保

険料を納付していたとするところ、申立期間①と同年度で申立期間①に

接する昭和 48 年４月から同年６月までの保険料については、国民年金

被保険者台帳（旧台帳）の記録では納付済みとなっているものの、Ａ市

国民年金被保険者名簿では未納となっており、記録間の不整合が生じて

いる。 

また、申立人は、昭和 46 年６月に国民年金被保険者資格を取得して

から平成４年２月に口座振替による保険料納付を開始するまで、申立期

間①を除き国民年金保険料をすべて納付している上、９か月間と短期間



                      

  

である申立期間①の保険料を納付できなかったとする経済的事情も見当

たらない。 

  

２ 申立期間②から⑦までの国民年金保険料の納付について、申立人は、

町内会の集金人を通じて国民年金保険料を納付していたと申述している

が、申立人のＡ市国民年金被保険者名簿の記録によると、申立人は、平

成４年２月の保険料から、口座振替により保険料納付を行っている記録

が確認でき、その国民年金被保険者名簿に振替口座として記載されてい

る預金口座の全科目取引異動明細表において、申立期間②から⑦までの

保険料が出金されていないことが確認できる。 

  また、申立人が申立期間②から⑦までの国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 48 年７月から 49 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 

   



                      

  

埼玉国民年金 事案 2972 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成３年４月から同年６月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 43 年３月まで 

             ② 平成３年４月から同年６月まで 

    国民年金には親から勧められて加入した。申立期間①については、Ａ

市から借り入れをして第３回特例納付で納付したはずであり、その期間

が未納とされていることに納得できない。申立期間②については、会社

に就職したのは平成３年７月 22 日であるのに、同年４月 24 日に国民年

金の資格喪失をして申立期間②が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、会社に就職したのは平成３年７月

22 日であるのに、同年４月 24 日に国民年金の資格喪失をしているのは

納得できないと主張しており、Ｂ町の国民年金被保険者名簿によれば、

国民年金の資格喪失をしたのは３年７月 22 日であり、住所地の地番変

更した日付が３年４月 24 日であることから、本来、３年７月 22 日を国

民年金の資格喪失日とするところ、地番変更された日付を資格喪失日と

して記録し、申立期間②の国民年金保険料を誤還付したものと認められ

る。 

 

  ２ 申立期間①について、申立人は、Ａ市から融資を受けて申立期間①の

国民年金保険料を第３回特例納付で納付したはずであると主張している

が、国民年金被保険者台帳（旧台帳）によれば、申立人については昭和

43 年４月から 50 年 12 月までの期間、その妻については 48 年４月から

50 年 12 月までの期間を第３回特例納付で保険料を納付したことが記録



                      

  

されており、特例納付で納付した保険料額は夫婦合計で 50 万 4,000 円

となるところ、当時、Ａ市の貸付制度によれば、借りられる額は特例納

付を行う額の半額（最高 25 万円）までとされており、夫婦が特例納付

で納付した保険料額とおおむね一致することから、申立人は、貸付限度

額を借入して、国民年金被保険者台帳（旧台帳）に記録されている期間

の保険料を特例納付したものと推認される。 

    また、申立人が申立期間①の保険料を特例納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を特例納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、平成３年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2978 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 10 月から同年 12 月まで 

申立期間については、Ａを退職直後の昭和 47 年７月に夫婦同時に国

民年金の任意加入手続をし、国民年金保険料を妻の分とともに納付して

おり、私の分のみ未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａを退職直後の昭和 47 年７月に夫婦同時に国民年金の任意

加入手続をし、国民年金保険料をその妻の分とともに納付したとしている

ところ、申立人及びその妻の国民年金手帳記号番号は 47 年７月 24 日に夫

婦連番で払い出されており、申立期間の国民年金保険料について、申立人

の妻が納付済みとなっているにもかかわらず、申立人のみが未納となって

いるのは不自然である。 

また、申立期間は３か月と短期間であり、申立期間の前後は納付済みで

ある上、申立人及びその妻は、申立期間以降、国民年金保険料をすべて納

付しており、納付意欲は高かったものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2980 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年 10 月から 63 年３月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月から 62 年６月まで 

         ② 昭和 62 年 10 月から 63 年３月まで 

申立期間①については、20 歳になった昭和 49 年＊月からは国民年金

に加入していなかったが、53 年か 54 年ころ、Ａ市役所職員から国民年

金をさかのぼって納付できることを聞き、33 万円を納付した。申立期

間②についてはＢ銀行Ｃ支店で口座振替により納付していた。申立期間

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、Ｂ銀行Ｃ支店で口座振替により納付

していたとしているところ、申立期間②直後の昭和 63 年４月から平成

元年１月までの国民年金保険料を元年１月 25 日に口座振替により現年

度納付したことが申立人の保持する預金通帳により確認でき、申立期間

②直前の昭和 62 年７月から同年９月までの国民年金保険料を平成元年

10 月 26 日に過年度納付によりさかのぼって納付している上、この時点

で預金通帳には申立期間②の国民年金保険料を納付することが可能な預

金残高があったことから、その直後の申立期間②を未納とするのは不自

然である。 

 

２ 申立期間①について、申立人は、昭和 53 年か 54 年ころ、Ａ市役所職

員から国民年金保険料をさかのぼって納付できることを聞き、33 万円

を一括納付したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号の払出し

は 63 年 11 月 22 日であることから、その時点では特例納付によりさか



                      

  

のぼって納付できない期間である。 

  また、仮に昭和 54 年ころ国民年金に加入し、さかのぼって納付した

としても、納付したとする時期は第３回特例納付の実施期間中であるた

め、特例納付及び過年度納付をできる期間は申立期間①のうち 49 年４

月から 53 年３月までの期間であり、その期間の国民年金保険料を特例

納付及び過年度納付をした場合の保険料額は合計で 13 万 9,000 円とな

り、申立人が主張している保険料納付金額と大きく乖離
か い り

している。 

さらに、申立人が申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 62 年 10 月から 63 年３月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2982 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年３月から同年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年３月から同年５月まで 

申立期間については、前夫の母親がＡ市(現在は、Ｂ市)で国民年金の

加入手続をし、保険料を納付してくれたはずであり、申立期間が未加入

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金について、申立人の前夫の母親がＡ市で

加入手続をし、保険料を支払ってくれたはずであるとしているところ、申

立人が所持する国民年金手帳により、申立期間が国民年金被保険者であっ

たことが確認できる。 

また、申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付してい

ることから、納付意識は高かったと考えられる。 

さらに、申立期間は、３か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2986 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年４月から 47 年３月までの期間及

び 48 年 10 月から 49 年３月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認められ、56 年１月から同年７月までの国民年金保険

料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められることか

ら、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 43 年８月から 47 年３月まで 

             ② 昭和 48 年 10 月から 49 年３月まで 

             ③ 昭和 56 年１月から同年７月まで 

    私は、父親が営んでいたＡを手伝うことになり、３年ほど勤めた会社

を昭和 43 年８月に辞めた。退職後、父親が国民年金の加入手続を行い、

家族の分の国民年金保険料を納付していた。領収書等は８年ほど前の火

事で焼失し現在は無い。両親は未納無く納付しているので、私の分が未

納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、昭和 43 年８月に会社を退職後、申

立人の父親が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

いたとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は 46 年２月２

日に払い出されており、その時点で現年度納付が可能な 45 年４月から

47 年３月までの期間が未納とされているのは不自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間①のうち、昭和 43 年８月から 45 年３月までの期間は、   

国民年金手帳記号番号の払出日からすると当該期間の一部は時効によ

り納付できない期間である上、申立人が当該期間の国民年金保険料を

納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当たらな

い。 



                      

  

 

  ３ 申立期間②は、６か月と短期間である上、申立期間②に国民年金保険

料を一緒に納付したとする申立人の両親も納付している。 

 

  ４ 申立期間③について、申立人は、昭和 54 年３月から申立期間③の前

月である 55 年 12 月まで付加保険料を納付しており、付加保険料を含

む国民年金保険料を納付できなかったとする特別な事情も見当たらな

い上、申立期間③は、７か月と短期間である。 

     

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 45 年４月から 47 年３月までの期間及び 48 年 10 月から 49 年

３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められ、56

年１月から同年７月までの国民年金保険料を付加保険料を含めて納付し

ていたものと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2992 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年５月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年５月から 50 年３月まで 

    私は、ねんきん特別便がきて未納期間があることが分かったので、平

成 19 年秋ころ、社会保険事務所（当時）に行って申立期間の領収控え

を提示したが、領収印がないので記録訂正はできないと言われた。私は、

夫婦二人分の国民年金保険料をまとめて納付したので、申立期間が未納

となっていることに納得できない。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を

求めて行ったものである。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続をした昭和 50 年４月ころ、２年間分の

国民年金保険料をまとめて納付したと主張しており、申立人の国民年金手

帳記号番号が 50 年５月 14 日に払い出されており、払出時点では、申立期

間の保険料を過年度納付することは可能である上、申立人が所持している

国庫金振替書は、領収印が欠落しているものの、納付期間が確認できるこ

と、及び過年度納付の納付書であることから、当該納付書により申立期間

の保険料を納付したものとするのが自然である。 

   また、申立人は、夫婦二人の国民年金保険料３万 7,000 円を納付したと

主張しており、申立期間の保険料は一人１万 8,500 円で夫婦二人の保険料

が３万 7,000 円となり、申立人の主張する金額に一致する。 

   さらに、申立人の国民年金保険料について、申立期間以降に未納は無く、

平成８年４月から前納、12 年４月から付加保険料も納付するなど納付意

識が高い上、申立期間も 23 か月間と比較的短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2993 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年５月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年５月から 50 年３月まで 

    私は、ねんきん特別便がきて未納期間があることが分かった。平成

19 年秋ころ、社会保険事務所（当時）に行って申立期間の領収控えを

提示したが、領収印がないので記録訂正はできないと言われた。私は、

夫婦二人の国民年金保険料をまとめて納付したので、申立期間が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続をした昭和 50 年４月ころ、２年間分の

国民年金保険料をまとめて納付したと主張しており、申立人の国民年金手

帳記号番号が 50 年５月 14 日に払い出されており、払出時点では、申立期

間の保険料を過年度納付することは可能である上、申立人が所持している

国庫金振替書には、領収印が欠落しているものの、納付期間が確認できる

こと、及び過年度納付の納付書であることから、当該納付書により申立期

間の保険料を納付したとするのが自然である。 

   また、申立人は、夫婦二人の国民年金保険料３万 7,000 円を納付したと

主張しており、申立期間の保険料は、一人１万 8,500 円で夫婦二人の保険

料が３万 7,000 円となり、申立人の主張する金額に一致する。 

   さらに、申立人の国民年金保険料について、申立期間以外に未納は無く、

平成元年４月より前納、12 年４月より付加保険料も納付するなど納付意

識が高い上、申立期間も 23 か月間と比較的短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。   



                      

  

埼玉国民年金 事案 2994 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年 10 月から 38 年４月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年 10 月から 38 年６月まで 

 昭和 37 年秋ころ、当時住んでいたＡ区の自宅を訪れた区役所の職員

二人に国民年金への加入を勧められたので夫が手続をして保険料は区役

所の集金人に納付したような気がする。 

 昭和 38 年９月にＢ市へ引っ越し、55 年 11 月に国民年金の再加入手

続をした際、Ａ区での納付経緯を話したところ、Ａ区役所へ照会してく

れたが「Ａ区での納付は９か月間であり１年に満たないので無効にな

る」とのことだった。納めたはずの年金が１年に満たないことを理由に

無効扱いとなることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ区に居住していた昭和 37 年秋ころ自宅を訪れた区役所職

員の勧めで国民年金に加入し、保険料を区役所の集金人に納付したと主張

しており、同年 11 月に「Ｃ」名で申立人と生年月日及び住所が一致する

国民年金手帳記号番号が払い出されていることが確認でき、申立人の申述

に不自然さは見られない。 

また、上記手帳記号番号に係るＡ区の国民年金被保険者名簿により、申

立人は、任意被保険者資格を昭和 37 年 10 月 19 日に取得し、38 年５月 29

日に資格を喪失していること、及び 37 年 10 月から 38 年４月までの国民

年金保険料が未納となっていることが確認できるものの、任意加入しなが

ら保険料を納付しないとは考え難く、国民年金加入期間中は保険料を納付

していたと考えるのが自然である。 

しかし、国民年金の被保険者資格を喪失した昭和 38 年５月以降は未加



                      

  

入期間となることから、制度上、国民年金保険料を納付できない上、申立

人は、保険料を納付した期間や納付方法についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年 10 月から 38 年４月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2995 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から同年 12 月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48 年１月から 51 年 12 月まで 

    20 歳になり、自分だけで又は母と一緒にＡ市役所Ｂ出張所に行き、

国民年金の加入手続をした。保険料は、Ｂ出張所で納付していた。国民

年金手帳を手にして以来、保険料を払わなかったことは一度もない。未

納となっていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 51 年４月から同年 12 月までの期間について、

申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意資格取得者の資格取得

日により、52 年１月ころ払い出されたと推認でき、記号番号の払出時

点からすると現年度納付が可能であり、かつ、申立人と同時期に記号

番号が払い出された者の納付記録を見ると、昭和 51 年度分の国民年金

保険料を現年度納付している者がみられることから、申立人について

も 51 年度分の納付書が発行されていたと推認でき、申立人は、保険料

を納付していたと考えるのが自然である。 

 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 48 年１月から 51 年３月までの期間に

ついて、国民年金手帳記号番号の払出時点からするとその大部分が時

効により納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されて

いた形跡もうかがわれない。 

  また、申立人が同期間の国民年金保険料を納付していたことを示す



                      

  

関連資料（家計簿、日記等）は無く、ほかに同期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 51 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付して

いたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2996 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年７月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48 年７月から 49 年３月まで 

    会社を辞めてしばらくしてから、年金の通知が来た。父の強い勧めも

あり、国民年金に加入することとし、Ａ市役所Ｂ支所で加入手続をした。

手続した時期はよく覚えていないが、会社を辞めてから１、２か月後く

らいかもしれない。申立期間の保険料は、納付書に現金を添えて支所の

窓口で一括して納付した。金額は、3,500 円くらいと記憶している。 

申立期間が未納とされていることには納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 49 年４月に払い出されており、

手帳記号番号の払出時点からすると、申立期間は現年度納付が可能であり、

９か月と短期間である申立期間を納付しなかったとする特段の事情も認め

られない。 

また、Ａ市の国民年金被保険者記録簿には「49.４～49.４」 の納付記

録とともに「50 年１月 14 日還付請求」 の記載がある上、特殊台帳にも

「還付 49.５～49.12 まで 7200 円」 の記載があるが、「国民年金保険料

に係る還付金等の充当について」（昭和 40 年６月７日付け社会保険庁年

金保険部国民年金課長通知）によると、過誤納が発生した場合であって、

未納期間がある場合には充当することとされているが、充当された形跡が

うかがわれないことから、還付事実が発生した時点では、申立期間は納付

済みであった可能性も否定できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2806 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②に係る脱退手当金を受給していないものと認めら

れることから、申立期間②に係る脱退手当金の支給の記録を訂正すること

が必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年４月から 23 年５月２日まで 

             ② 昭和 23 年５月２日から 26 年７月 31 日まで 

申立期間①について、Ａ株式会社（厚生年金保険被保険者台帳ではＢ

株式会社、健康保険厚生年金保険被保険者名簿ではＣ社）における厚生

年金保険の資格取得日が昭和 23 年５月２日になっているが、21 年４月

から同社のＤ工場で勤務していた。 

また、申立期間②については脱退手当金を受給したことになっている

が、もらっていない。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間②については、オンライン記録で、昭和 24 年から 28 年まで

に当該事業所で資格喪失している女子 11 人中、脱退手当金の支給記録

を確認できる者は申立人を含め３人と少ない上、脱退手当金の支給決定

日は申立人の場合、資格喪失日から１か月と短いものの、申立人を除く

二人の支給決定日はそれぞれ資格喪失日から約 134 か月後及び約 22 か

月後と長期間経過していることを踏まえると、事業主が申立人の委任を

受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人の戸籍謄本から、申立人が昭和 25 年８月＊日に婚姻、

改姓し、同年＊月＊日に長女を出産していることが確認できるが、厚生

年金保険被保険者台帳記号番号払出簿、健康保険厚生年金保険被保険者

名簿及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を確認したところ、申立

人の氏名は変更処理がされておらず旧姓のままであるほか、申立人の生



                      

  

年月日は「昭和６年＊月＊日」と誤った記載のままであることから、申

立期間の脱退手当金は、旧姓及び誤った生年月日で請求されたものと考

えられる上、当時の厚生年金保険法施行規則によれば、被保険者期間６

か月以上 20 年未満の女子が婚姻、分娩のために資格喪失した場合にお

いて脱退手当金を請求する際には、その事実を認め得るべき書類を添付

することとされていたことから、申立人が脱退手当金を請求したとは考

え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間②に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

  ２ 申立期間①については、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び厚

生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿によれば、Ｂ株式会社における

厚生年金保険の資格取得日は、昭和 23 年５月２日となっている。 

また、同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の

資格取得日は昭和 23 年５月２日となっており、同日以前に申立人が資

格を取得した記録は無い。 

 さらに、Ｂ株式会社の元事業主は既に死亡しており、同社の健康保険

厚生年金保険被保険者名簿で申立人が名前を記憶している同僚を確認し

たが、氏名が見当たらない又は氏名の特定ができないほか、申立期間に

同社で被保険者資格を取得しているＥ職以外の者 20 人のうち所在が確

認できた二人に照会しても回答を得ることができず、申立人の勤務状況

及び厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料等も入手できな

かった上、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立内容に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2813 

 

第１ 委員会の結論 

    申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬

月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録を

平成６年１月から同年９月までの期間は 38 万円、同年 10 月から７年９

月までの期間は 41 万円に訂正することが必要である。 

     

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ： 

     生 年 月 日  ： 昭和 31 年生 

     住    所 ： 

 

   ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間  ： 平成６年１月１日から７年 10 月１日まで 

     株式会社Ａに勤務していた期間のうち平成６年１月から７年９月ま

での 21 か月の標準報酬月額の記録が、実際の給与支給額（約 38 万

円から 41 万円）より低い額の 20 万円となっている。給与明細書を

提出するので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録において、申立人の株式会社Ａにおける標準報酬月

額は、当初、平成６年１月から同年９月までは 38 万円、同年 10 月か

ら７年９月までは 41 万円と記録されていたところ、６年 12 月６日に

申立人を含む３人の標準報酬月額が同年１月１日にさかのぼって、減

額訂正されていることが確認でき、申立人の場合は、当該期間におけ

る標準報酬月額を 20 万円に減額訂正されていることが確認できるが、

社会保険事務所（当時）において、このような遡及
そきゅう

して訂正処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人が提出した給与明細書により、申立人は、申立期間に

おいて事業主により減額訂正前の標準報酬月額 38 万円又は 41 万円に

相当する厚生年金保険料を給与から控除されていたことが確認できる。 

さらに、申立人の雇用保険支給台帳記録により、株式会社Ａでの離

職時（平成８年２月 29 日）賃金日額が１万 3,581 円であったことが確

認できる。 



                      

  

加えて、社会保険事務所において株式会社Ａの滞納処分票は確認が

できないものの、同僚照会に回答のあった複数の元同僚は厚生年金保

険料の滞納があったと供述している。 

その上、これら元同僚は、申立人が株式会社Ａでの業務が現場作業

の監督者であったと供述していることから、申立人は、社会保険事務

に関わっておらず、標準報酬月額が遡及
そきゅう

訂正された事実を承知してい

なかったと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、平成６年 12 月６日付けで行われた

遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行

った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があっ

たとは認められない。 

このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申立人の

平成６年１月から７年９月までの期間に係る標準報酬月額の記録は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、６年１月から同年９

月までの期間を 38 万円、同年 10 月から７年９月までの期間を 41 万円

に訂正することが必要である。 

   

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2818 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、昭和 60 年３月から同年 11

月までの期間の標準報酬月額に係る記録を 28 万円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 
    基礎年金番号 ： 
    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ： 

 
２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年３月１日から同年 12 月 29 日まで 
   厚生年金保険被保険者記録によると、株式会社Ａに勤務していた昭

和 60 年３月１日から同年 12 月 29 日までの標準報酬月額が 11 万円と

なっているが、当時の給与支給額は 28 万円くらいであったと記憶して

いる。納得できないので、調査の上、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿において、申立人の昭和 59 年

10 月の定時決定時の標準報酬月額の記録は、当初、28 万円と記載されて

いたが、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日

（60 年 12 月 29 日）以降である 61 年１月 30 日付けで、60 年３月１日に

さかのぼって標準報酬月額が 11 万円に引き下げられていることが確認で

きる。 

   また、上記被保険者名簿によると、昭和 61 年１月 30 日に、申立人と同

様に定時決定が取り消されて、標準報酬月額の記録が 60 年３月又は同年

８月に遡及
そきゅう

して減額された被保険者９人が確認できるほか、別に標準報酬

月額の月額変更の取消し、月額変更処理及び取得時報酬の訂正などにより

16 人の被保険者に係る標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額されているこ

とが確認できる。 

   さらに、同僚照会に回答のあった元取締役に確認したところ、申立人が

申立期間当時は資材関係及び生産管理業務に従事し、社会保険関係の業務



                      

  

には関与していないことが確認できたことから、申立人は、標準報酬月額

を遡及
そきゅう

訂正された事実を承知していなかったと考えられる。 

   なお、当該事業所の元事業主は所在不明のために照会することができな

い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、当該

訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 28 万円に訂正することが必

要であると認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2819 

 

第１ 委員会の結論 

  １ 申立期間①については、申立人が主張する標準報酬月額であったこと

が認められることから、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録

を平成 12 年 11 月から 13 年９月までの期間は 36 万円に、同年 10 月か

ら 15 年８月までの期間は 38 万円に、それぞれ訂正することが必要であ

る。 

 

２ 申立期間②の標準報酬月額に係る記録については、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額

の記録を 34 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 12 年 11 月１日から 15 年８月 31 日まで 

② 平成 15 年９月１日から 17 年２月 28 日まで 

   申立期間①及び②において、株式会社Ａから支給された給与額と社会

保険事務所（当時）の保管する標準報酬月額に相違があるので、調査及

び確認の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、平成 12 年 11 月から

15 年８月までの標準報酬月額は、14 年 10 月 21 日付けで被保険者全員

の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して減額訂正されており、申立人の場合、12 年

11 月から 13 年９月までの期間は 36 万円から９万 2,000 円に、13 年 10

月から 15 年８月までの期間は 38 万円から９万 8,000 円に、それぞれ訂



                      

  

正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、このよう

な遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たら

ない。 

  また、当該事業所の事業主は、「当時経営状態が悪化しており厚生年

金保険料の滞納があったため、社会保険事務所からの呼び出しに応じ経

営状態について説明したところ、標準報酬月額をさかのぼって下方修正

することを助言され、そのとおり行った。」と供述している。なお、社

会保険事務所からは、当該助言についての事実を確認することはできな

かった。 

  さらに、申立人から提出された給与明細書から、申立期間①について、

標準報酬月額 36 万円に見合う厚生年金保険料を給与から控除されてい

ることが確認できる。 

  加えて、申立人は、商業登記簿謄本から当該事業所の取締役であった

ことが確認できるが、申立人は、営業担当役員であったと供述しており、

このことは事業主も認めていることから、申立人は、当該標準報酬月額

の訂正に関与する立場になかったことが認められる。 

  なお、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正について知らなかった

と供述している。 

  これらを総合的に判断すると、平成 14 年 10 月 21 日付けで行われた

遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行っ

た当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったと

は認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されて

いる申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、12 年 11 月から 13 年９月までの期間

は 36 万円に、13 年 10 月から 15 年８月までの期間は 38 万円に訂正す

ることが必要である。 

   

２ 申立期間②について、申立人は、申立期間②の標準報酬月額の相違に

ついて申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基

づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

 また、申立期間②について、申立人から提出された平成 15 年９月か

ら 17 年２月までの給与明細書により、申立人は、申立期間②のすべて

の月において、オンライン記録で管理されている標準報酬月額を上回っ

た標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を、事業主により給与から控除



                      

  

されていることが確認できるが、事業主は実給与と異なる報酬月額を社

会保険事務所に届け出ていることを認めている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間②に係る標準報酬月額につい

ては、申立人から提出された給与明細書において確認できる厚生年金保

険料控除額に見合う標準報酬月額から、34 万円に訂正することが妥当

である。 

なお、申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、給与明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標

準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が当該申立

期間②の全期間にわたり一致しておらず、事業主も実給与と異なる報酬

月額を社会保険事務所に届け出ていることを認めていることから、事業

主は給与明細書で確認できる報酬月額を届け出ておらず、その結果、社

会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2820 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 14 年４月

１日、資格喪失日が 16 年９月１日とされ、当該期間のうち、同年８月 31

日から同年９月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、当該記録を取り消し、申

立人の当該事業所における資格喪失日を同年９月１日とし、申立期間の標

準報酬月額に係る記録を 20 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16 年８月 31 日から同年９月１日まで 

Ａ事業所に係る退職日が平成 16 年８月 31 日であるにもかかわらず、

事業主が厚生年金保険被保険者資格喪失日を誤って届け出たため、同年

８月が被保険者期間となっていないので、当該期間を被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間について、Ａ事業所に勤務していたことは、雇用保険

の被保険者記録により確認できる。 

また、申立人のＡ事業所における厚生年金保険の被保険者資格喪失日

に係る記録は、当該事業所からの記録訂正に係る届出（平成 21 年 10 月

29 日付け）に基づき、既に、16 年８月 31 日を同年９月１日に訂正され

ていることが確認できるものの、申立期間は、政府が保険料を徴収する

権利が時効により消滅していることから、厚生年金保険法第 75 条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間にならないとされ



                      

  

ている。 

 このことについて、事業主は、当該事業所が保管する退職願により、申

立人の当該事業所における退職日は平成 16 年８月 31 日であるほか、申

立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除していたことを認めている。 

さらに、申立人が提出した平成 16 年８月分の給与明細書において、同

年８月の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

確認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、当該給与明細書の保険料

控除額から、20 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載

を誤った旨を認めていることから、事業主が誤った日を資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所（当時）は申立人に係る申立期間の

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を控除した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2821 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ株式会社（現在は、株式会社Ｂ）における資格取得日は昭

和 35 年１月 29 日、資格喪失日は同年５月１日、また、同社Ｃ工場にお

ける資格取得日は同年５月１日、資格喪失日は 37 年４月１日であると認

められることから、当該期間の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び

喪失日に係る記録をそれぞれ上記のとおりとすることが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35 年１月から同年４

月までの期間は１万 2,000 円、同年５月から同年７月までの期間は１万

8,000 円、同年８月から 36 年９月までの期間は２万 2,000 円、同年 10 月

から 37 年３月までの期間は２万 4,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 35 年１月 27 日から 37 年４月２日まで 

    昭和 35 年１月から 56 年５月までＡ株式会社に勤務したが、申立期間

の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間において、同社に入社し、

その後同社のＣ工場に勤務したことから、当該期間について、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人は、昭和 35 年１月 29 日から

56 年５月 25 日までＡ株式会社に勤務していたことが確認できる。 

申立期間のうち、昭和 35 年１月 29 日から同年５月１日までの期間及

び同年５月１日から 37 年４月１日までの期間については、Ａ株式会社及

び同社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び健康保険厚

生年金保険被保険者原票により、申立人と生年月日及び氏名が同じで基

礎年金番号が１文字異なっている未統合の厚生年金保険被保険者記録が

確認できたことから、申立人は、申立期間において同社に勤務し、厚生

年金保険被保険者であったことが認められる。 

なお、申立人は、同社に入社後、時期は忘れたが同社Ｃ工場に勤務し



                      

  

たと供述している。 

また、複数の同僚は申立人を記憶しており、申立人が同社に採用され

た当時の上司は、申立期間について同社に勤務していたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ株式会社における厚生年金

保険被保険者の資格取得日を昭和 35 年１月 29 日、資格喪失日を同年５

月１日に、また、同社Ｃ工場における厚生年金保険被保険者の資格取得

日を同年５月１日、資格喪失日を 37 年４月１日とすることが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、今回統合する健康保険厚

生年金保険被保険者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録

により、昭和 35 年１月から同年４月までの期間は１万 2,000 円、同年５

月から同年７月までの期間は１万 8,000 円、同年８月から 36 年９月まで

の期間は２万 2,000 円、同年 10 月から 37 年３月までの期間は２万 4,000

円とすることが妥当である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案2822 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬

月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る

記録を、平成４年２月から同年10月までの期間を47万円に、同年11月から

５年５月までの期間を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年２月１日から５年６月30日まで 

厚生年金保険の標準報酬月額を社会保険事務所（当時）に照会したと

ころ、株式会社Ａに昭和56年５月１日から平成５年６月30日まで勤務し

ていた期間のうち、４年２月１日から５年６月30日までの期間の標準報

酬月額が不正に減額されているので正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける

厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成４年２月から同年10月までの

期間は47万円、同年11月から５年５月までの期間について53万円と記録さ

れていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（５

年６月30日）及び同社が破産宣告の通知を受けた日（５年９月20日）の後

の同年９月28日付けで、代表取締役以下申立人を含む10人の標準報酬月額

がさかのぼって減額訂正されていることが確認でき、申立人の場合は、申

立期間における標準報酬月額が４年２月１日付けで34万円、同年10月１日

付けで34万円に訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、株式会社Ａに係る閉鎖商業登記簿により、申立人は、

申立期間において同社の取締役であることが確認できる。 

しかし、株式会社Ａの役員及び複数の従業員は、申立人は営業担当の常

務取締役兼事業部長であり、社会保険の担当ではなかった旨回答している

ことから、社会保険関係の権限を有していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の標準



                      

  

報酬月額をさかのぼって訂正する合理的な理由は見当たらず、標準報酬月

額について有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

とおり、平成４年２月から同年10月までの期間を47万円に、同年11月から

５年５月までの期間を53万円に訂正することが必要である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録につい

ては、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、

申立期間①の標準報酬月額の記録について、平成５年４月から７年２月

までの期間を 53 万円に訂正することが必要である。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立期間②の標準報酬月額の記録について、平成７

年３月から８年６月までの期間を 53 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年４月１日から７年３月１日まで 

             ② 平成７年３月１日から８年７月１日まで 

    株式会社Ａに在籍していた期間のうち平成５年４月から７年２月まで

の標準報酬月額がもらっていた給与額よりも極端に低くなっている。ま

た、株式会社Ｂに資金繰りのために法人変更した後の７年３月から８年

６月までの標準報酬月額も同じように低くなっている。資金繰りは、す

べて社長一人で行っており、このように標準報酬月額を下げていること

は、役員であったがどこからも全く知らされておらず、給与が大幅に減

額されたことは無いので、調査して標準報酬月額の記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、株式会社Ａに係る滞納処分票及びオンライン記

録によると、同社は、平成４年８月ころから厚生年金保険料を滞納しは

じめ、年々滞納額が増加していって、７年３月１日に厚生年金保険の適



                      

  

用事業所ではなくなっているところ、申立人の同社における厚生年金保

険の標準報酬月額が、同日以後の同年３月２日付けで、さかのぼって、

５年４月から７年２月までの期間を 53 万円から９万 8,000 円に減額訂

正されているとともに、同じくさかのぼって標準報酬月額が減額訂正さ

れている者は、同社の取締役３人のみであることが確認できる。 

  また、申立人は、法人登記簿謄本によると、同社取締役であること

が確認できるが、複数の従業員から申立人の役職は常務取締役である

との供述があるものの、申立人は、社会保険の手続等に関しては、全

く関わりはなかったと供述しており、同僚役員及び複数の従業員が、

｢社会保険関係の届出等の業務は社長が行っていて、申立人は、生産全

般の責任者であり、社会保険関係業務については全くの担当外であっ

た。｣と供述していることから、申立人は、社会保険関係業務に関する

権限を有していなかったと認められる。 

  さらに、申立人と同日の平成７年３月２日付けで、さかのぼって、

標準報酬月額が申立人と同額の９万 8,000 円に減額訂正が行われてい

ることが確認できる同僚取締役の一人から提出された、５年５月分の

給与明細書によると、同僚取締役は、訂正前の標準報酬月額 53 万円に

相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていること

が確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、

このような遡及
そ き ゅ う

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由

は見当たらず、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認め

られないことから、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録に

ついて、平成５年４月から７年２月までの期間を、事業主が当初社会

保険事務所に届け出た 53 万円に訂正することが必要である。 

 

  ２ 申立人は、申立期間②に係る標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額の範囲内の額を認定することと

なる。 

申立期間②について、登記簿謄本により株式会社Ｂの取締役である

ことが確認できる同僚が、｢自分は、Ａでは現場従業員であったが、Ａ

社長に頼まれて借金の保証人となったので、のちにＢの取締役となっ

た。Ａは、バブルがはじけて以降急速に資金繰りが悪くなり、Ａでは

資金が借りられなくなったので、社長がＢを作った。｣と供述している



                      

  

ところ、オンライン記録によると、株式会社Ａが厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった平成７年３月１日において、厚生年金保険被保

険者資格を喪失した申立人を含む同社取締役及び従業員 47 人のうちほ

ぼ全員の 44 人が、同日付けで株式会社Ｂにおいて被保険者資格を取得

していることから判断すると、株式会社Ａの役員及び従業員は、同日

付けで株式会社Ｂにおいて雇用されることに変更になったと認められ

るとともに、株式会社Ｂにおける被保険者資格取得時の標準報酬月額

は、株式会社Ａにおける資格喪失時の標準報酬月額よりもかなり低額

となっている従業員が多数いることが確認できる。 

また、登記簿謄本によると、申立人は、株式会社Ｂにおいても被保

険者資格取得後の平成７年３月 28 日まで取締役であることが確認でき

るが、前述の株式会社Ａにおける同僚取締役の一人は、株式会社Ｂに

おいても同日まで同じく取締役であることが確認できるとともに、同

年３月１日の株式会社Ｂにおける被保険者資格取得時の標準報酬月額

は申立人と同額（20 万円）であり、同僚取締役の同年３月から同年７

月までの期間の給与明細書によると、同僚取締役は、社会保険事務所

で記録されている資格取得時の標準報酬月額 20 万円よりも高額の標準

報酬月額 53 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていることが確認できる。 

さらに、同じく平成７年３月１日付けで、株式会社Ｂにおいて被保

険者資格を取得した従業員の一人から提出された８年１月の給与明細

書によると、給与からの厚生年金保険料控除額は、オンライン記録

（22 万円）よりも高額の、株式会社Ａにおける資格喪失時の標準報酬

月額（34 万円）に相当する保険料額が事業主により控除されているこ

とが確認できる。 

    一方、当該従業員から提出された平成８年 12 月の給与明細書による

と、厚生年金保険料の給与からの控除額は、オンライン記録（41 万

円）どおりの標準報酬月額に相当する保険料額が事業主により控除され

ていることが確認できる。 

    加えて、社会保険事務所で保管している株式会社Ｂに係る滞納処分票

によると、同社では、申立人が取締役であった期間を含め平成８年３月

までは保険料の滞納は無く、かつ、株式会社Ａ及び株式会社Ｂの保険料

滞納について、申立人を含む二社の同僚取締役全員が資金繰りは社長一

人で行っていたので、保険料の滞納は知らなかったと供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無いが、

上述の同僚取締役及び従業員に対する厚生年金保険料の控除状況から、



                      

  

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認められることから、申立期間②の標準報酬

月額の記録について、平成７年３月から８年６月までの期間を 53 万円

に訂正することが必要である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、社会保険庁（当時）のオンライン記録上で確認できる標準報酬月

額が、被保険者資格取得時の報酬月額の届出及び申立期間②中に算定

基礎届などの事業主による複数回の届出機会があるにもかかわらず、

平成７年３月から８年６月までの期間にわたり報酬の実態と相違して

おり、８年７月の月額変更届において報酬の実態に合わせた届出が行

われていることから、事業主は、同僚の給与明細書等で推認される実

際の報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

期間②の標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2827 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ所における資格喪失日

（昭和 26 年 12 月１日）及び資格取得日（昭和 27 年５月１日）を取り消

し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 8,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ： 

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年 12 月１日から 27 年５月１日まで 

Ｂ地にあったＣに昭和 21 年ごろから 28 年 10 月まで運転手として勤

務し、24 年４月１日からは厚生年金保険被保険者となっていたが、26

年 12 月１日から 27 年５月１日まで厚生年金保険被保険者としての記録

が欠落している。異動も無く、同じ仕事を続けていたので、被保険者記

録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ所に係るオンライン記録及び被保険者名簿によると、申立人は、Ａ所

において昭和 24 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、26

年 12 月１日に資格を喪失後、27 年５月１日に同事務所において再度資格

を取得しており、26 年 12 月から 27 年４月まで厚生年金保険被保険者と

しての記録が無い。 

しかしながら、Ｄ所の保管する申立人のＥカードには、Ａ所における昭

和 23 年 10 月 12 日から 28 年 10 月 31 日までの継続した就業記録がある上、

一人の同僚が、申立人が申立期間もＣで継続して勤務していたと供述して

いる。 

また、Ａ所に係るオンライン記録及び被保険者名簿によると、申立人と

前述の同僚が氏名を覚えており記録が確認できた３人の同僚の運転手の当



                      

  

該事業所における厚生年金保険被保険者期間は、各々が被保険者資格を取

得してから昭和 28 年 11 月１日に一斉に資格を喪失するまで、申立人の申

立期間を挟んで継続しており、当該運転手４人のうち、申立人だけに被保

険者としての記録の無い期間があることが確認された。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人が、申立期間当時も申立て

に係る事業所に運転手としての職種で継続して勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿から、8,000 円とすることが妥当である。  

なお、事業主の申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

の履行については、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得

届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを

記録することは考え難いことから、事業主が記録どおりの資格喪失及び資

格取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人の申立

期間に係る保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還元した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2828 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場における資

格取得日に係る記録を昭和 48 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額に係る記録を５万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 11 月１日から 49 年３月１日まで 

    昭和 47 年４月１日にＡ株式会社に入社し、その後 48 年 11 月１日に

同社Ｂ工場に転勤した。現在まで同社に継続して勤務しており、保険料

も控除されていたにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険被保険者記

録が無い。 

納得できないので、厚生年金保険被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人提出の「役職・所属・資格・来歴メンテ」（Ａ株式会社作成）、

事業主提出の人事記録及び昭和 48 年 11 月１日付けの組織図、雇用保険の

被保険者記録、事業主の回答並びに同僚の供述から判断すると、申立人が

Ａ株式会社に継続して勤務し（48 年 11 月１日にＡ株式会社本社から同社

Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｂ工場

における昭和 49 年３月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から

５万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、

Ａ株式会社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及



                      

  

び標準報酬決定通知書によれば、同社Ｂ工場における申立人の資格取得日

は昭和 49 年３月１日とされていることから、事業主が同年３月１日を資

格取得日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は申立人に係る

48 年 11 月から 49 年２月までの保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2829 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場における資

格取得日に係る記録を昭和 57 年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額

に係る記録を 12 万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月１日から同年５月１日まで 

    昭和 56 年４月１日にＡ株式会社に入社し、その後、同社Ｂ工場に配

属され平成３年１月に同社本社に戻るまで同社Ｂ工場に勤務していたが、

申立期間の厚生年金保険の記録が欠落している。同社には継続して勤務

していたので、同期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ株式会社発行の在職証明書、人事発令通知及び同僚の供述等から判断

すると、申立人は、申立期間においてＡ株式会社Ｂ工場に勤務し、申立期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

 なお、複数の同僚が、申立人が申立期間にＡ株式会社Ｂ工場に勤務し、

引き続き厚生年金保険料を控除されていたと思うと供述していることから、

申立人は、昭和 57 年４月には同社Ｂ工場に勤務し、厚生年金保険料を控

除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｂ工場

に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和 57 年５月の記録から、

12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、適用事業所名簿によれば、Ａ株式会社Ｂ工場は、昭和 57 年５月

１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立期間は適用



                      

  

事業所となっていないが、同社Ｂ工場勤務に係る人事発令通知によって同

年４月までに同社Ｂ工場に配属するとされた者が 27 人いること、及びそ

のうち５人の同僚が申立期間において同社Ｂ工場に勤務していたと供述し

ていることから、申立期間は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の納付義務の履

行については、事業主は保険料を納付したか否かについては不明としてい

るが、申立期間は厚生年金保険の適用事業所となっていないことから、社

会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2830 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａに係る被保険者記録は、資格取得日が平成15年５月

１日、資格喪失日が同年７月１日とされ、当該期間のうち、同年６月30日

から同年７月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

の同社における資格喪失日を同年７月１日とし、申立期間の標準報酬月額

に係る記録を26万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

        住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年６月 30 日から同年７月１日まで 

    私は正社員として平成 15 年５月１日から同年６月 30 日まで株式会社

Ａに勤務した。給与支給明細書で厚生年金保険料の控除が確認できるの

で申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社Ａに係る被保険者記録は、資格取得日が平成15年５月

１日、資格喪失日が同年７月１日とされ、当該期間のうち、同年６月30日

から同年７月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている。 

   しかしながら、雇用保険の加入記録、申立人が所持していた給与支給明

細書及び株式会社Ａから提出された賃金台帳等から、申立人は、当該事業

所に平成15年６月30日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の平成15年６月分の



                      

  

給与支給明細書及び賃金台帳における控除保険料及び総支給額から判断す

ると、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対し誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納

付していないことを認めていることから、これを履行していないと認めら

れる。  

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2831 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 42 年３月 25 日、喪

失日は 44 年８月 14 日であると認められることから、申立人に係る被保険

者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正する必要がある。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 42 年３月から 43 年９

月までの期間は１万 6,000 円、同年 10 月から 44 年１月までの期間は１万

8,000 円、同年２月から同年７月までの期間は２万 2,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月 25 日から 44 年８月 14 日まで 

    昭和 42 年３月末にＡ市から、Ｂ校の定時制に転入した。昼間は働く

ためにＣ株式会社に入社し、同社の２階にあった独身寮で生活した。し

かし、実際に勤務したのは、同社から 500 メートルほどのところにあっ

た関連子会社のＤ株式会社というＥ工場であった。その期間は、厚生年

金保険料を控除されていたので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   昭和 42 年３月 25 日から 44 年８月 14 日までの期間については、Ｄ株式

会社に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により、「Ｆ」に記

号番号が払い出されているが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

同じ記号番号であるにもかかわらず、申立人と同名かつ、同じ生年月日で、

基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被保険者記録（Ｇ）が確認できる。 

   一方で、申立人は、昭和 42 年３月末に郷里を離れ、同期入社 15 人又は

16 人と一緒にＣ株式会社に入社したが、申立人だけがＤ株式会社に勤務

したと供述しているところ、オンライン記録によりＣ株式会社において

42 年３月 25 日に厚生年金保険の資格を取得した 19 人が確認でき、Ｄ株

式会社では申立人と同名かつ、同じ生年月日（Ｈ）の一人のみが確認でき

る。 



                      

  

   なお、複数の同僚は、Ｃ株式会社とＤ株式会社は、同じ事業主であり、

関連子会社であったと供述しているところ、当該同僚のオンライン記録か

ら、両社間で人事交流が行われていたことが確認できる。 

   また、雇用保険については、事業所名は確認できないが、申立人と同姓

同名かつ、同じ生年月日（Ｉ）で、取得日は昭和 42 年３月 25 日、離職日

は 44 年８月 13 日の記録が確認できる。 

さらに、申立人は、Ｃ株式会社の２階の独身寮で生活しながら、Ｂ校の

定時制に通学したと供述しているところ、同校では申立人について、卒業

証書授与台帳から卒業は昭和 44 年３月９日であることが確認できること

から、転入したのは 42 年４月であるとしている。 

また、同校の卒業アルバムに記載されている申立人の住所は、同社の商

業登記簿謄本における所在地の住所と同じであるこが確認できることから、

申立人が申立期間はＣ株式会社の独身寮に居住していたことが裏付けられ

る。 

   加えて、Ｄ株式会社の当時の工場長及び申立人の上司は、申立人が昭和

42 年３月から 44 年８月までの期間に同社に勤務し、正社員であったので

厚生年金保険に加入して保険料を給与から控除されていたと供述している

とともに、複数の同僚も、「申立人が同社に勤務し、給与の支払を受けて

いた。正社員なので厚生年金保険に加入しないはずはない」と供述してい

る。 

   なお、Ｄ株式会社に申立期間当時、申立人とは氏名が異なるものの同名

かつ、同じ生年月日の者（Ｈ）が勤務していたかについて、複数の同僚に

確認したが、そのような氏名（Ｊ）の者は勤務していなかったと供述して

いる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

オンライン記録の申立人と同名かつ、同じ生年月日の者（Ｈ）が、申立人

本人であると判断でき、昭和 42 年３月 25 日から 44 年８月 14 日までの期

間は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、今回統合する健康保険厚生

年金保険被保険者名簿の記録により、昭和 42 年３月から 43 年９月までの

期間は１万 6,000 円、同年 10 月から 44 年１月までの期間は１万 8,000 円、

同年２月から同年７月までの期間は２万 2,000 円とすることが妥当である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2832 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 15 年 11 月から 17 年２月までの期間に係る標準報酬月額

の記録を 20 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 平成 15 年９月 18 日から 17 年３月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

株式会社Ａにおいて勤務していた平成 15 年９月から 17 年２月までの標

準報酬月額が、実際の給料より低い額にされていることが分かったので、

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い額を認定することとなる。 

   申立人から提出された株式会社Ａにおける平成 15 年 11 月分から 16 年

２月分までの給与明細書では、標準報酬月額 26 万円に相当する給与（報

酬月額）が支給されているが、事業主により給与から控除されていた厚生

年金保険料は、標準報酬月額 20 万円に相当する金額であったことが確認

できる。 

また、平成 16 年３月分から 17 年２月分までの各月の給与は、分割で

の支給や、支給日が遅延した期間があったものの、上記の 15 年 11 月分

から 16 年２月分までの給与明細書の差引支給額と同額が申立人名義の預



                      

  

金口座に振り込まれていることが確認できることから、標準報酬月額 20

万円に相当する厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが推

認できる。 

しかしながら、オンライン記録では、申立人の平成 15 年 11 月から 17

年２月までの標準報酬月額は９万 8,000 円となっている。 

   以上のことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申

立期間のうち平成 15 年 11 月から 17 年２月までの期間を 20 万円とするこ

とが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、平成 15 年９月及び同年 10 月の標準報酬月額に

ついては、申立人から提出された同年９月分及び同年 10 月分の給与明細

書では、事業主により給与から厚生年金保険料が控除されていないことが

確認できることから、記録を訂正する必要は認められない。 

   なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、当該事業所は平成 19 年１月１日に厚生年金保険

の適用事業所ではなくなっており、元事業主に照会しても協力が得られず

不明であり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2834 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）における資格喪失日に係る記録を昭和 44 年 12 月 21 日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額に係る記録を、同年６月は５万 2,000 円、同年７

月は６万円、同年８月から同年 11 月までの期間は５万 2,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 44 年６月 21 日から同年 12 月 21 日まで 

  昭和 44 年１月１日から 56 年３月 21 日までＡ株式会社に継続して勤

務したが、申立期間が厚生年金保険の被保険者記録から抜けているので

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、株式会社Ｂの申立人に係る採用辞令及び 

異動辞令、従業員台帳及び給与台帳の記録並びに申立人と同日に異動した

同僚の資格取得の状況により、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 44

年 12 月 21 日にＡ株式会社本社Ｃ部から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、株式会社Ｂが提出した給与

台帳の厚生年金保険料控除額及び昭和 44 年５月の社会保険事務所（当

時）のオンライン記録から、同年６月は５万 2,000 円、同年７月は６万円、

同年８月から同年 11 月までは５万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、不明としており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2835 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式

会社）Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 39 年４月１日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を３万 6,000 円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないものと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 39 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会した

ところ、昭和 39 年３月 31 日にＡ株式会社Ｃ支店で資格喪失し、同年４

月１日に同社Ｄ支店で資格取得となっており、被保険者期間が１か月欠

落している。転勤に伴い事業所を異動したが継続して勤務しているので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ｂ株式会社から提出された人事記録及び申立

人が所持する勤続 20 年記念メダルから判断すると、申立人は、同社に継

続して勤務し（昭和 39 年４月１日にＡ株式会社Ｃ支店から同社Ｄ支店に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の同社Ｃ支店におけ

る昭和 39 年２月のオンライン記録から３万 6,000 円とすることが妥当で

ある。 

    なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、保険料を納付したか否か不明としているが、



                      

  

事業主が資格喪失日を昭和 39 年４月１日として届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と記録することは考え難いことか

ら、事業主が資格喪失日を同年３月 31 日として届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2836 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

の記録について、平成８年４月から 10 年５月までの期間を 59 万円に訂正

することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年４月１日から 10 年６月１日まで 

    社会保険庁（当時）の記録では、平成８年４月１日から 10 年６月１

日までの標準報酬月額は９万 8,000 円に下げられているが、誤りであ

ると思うので当該期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける

厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成８年４月から 10 年５月まで

の期間は 59 万円と記録されていたところ、申立人の当該事業所における

被保険者資格の喪失日である同年６月１日付けで申立人を含む６人の標準

報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して引き下げられており、申立人の場合は、８年４

月から 10 年５月までの期間の標準報酬月額が９万 8,000 円に訂正されて

いることが確認できる。 

また、申立人の雇用保険受給資格者証により、株式会社Ａでの離職時

（平成 10 年５月 31 日）賃金日額が２万 5,366 円であることが確認できる

ことから、月額にすると 76 万円となり当時の厚生年金保険料の最高額 59

万円を上回っていたものと認められる。 

さらに、当該事業所の代表者に照会したところ、訂正処理が行われた当

時は社会保険料の滞納があったことを認めている。 

加えて、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日以後の

平成 10 年９月 21 日に、14 人の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して訂正処理

されていることがオンライン記録で確認できる。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、この

ような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当た

らず、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないこと

から、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成８年４月から 10 年５月ま

での期間は 59 万円とすることが必要である。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2969 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年１月から 50 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 45 年１月から 50 年５月まで 

    私は、昭和 45 年１月にＡ庁舎にて夫と一緒に婚姻届を提出すると同

時に、私の国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料については、

定期的に自宅に訪れていた集金人の女性に保険料を納付していた。45

年３月ころにＢ区からＣ市に転居し、Ｃ市転居後の数年間についても、

定期的に自宅に訪れていた集金人の女性に保険料を納付し、その後は数

か月に一度、納付書を持参してＣ市役所の窓口で保険料を納付していた。

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年１月ころに、Ｂ区において婚姻届を提出すると同

時に、申立人の国民年金加入手続を行ったと申述しているが、申立人の

国民年金手帳記号番号は 45 年３月ころにＢ区から転居後のＣ市において、

50 年６月ころに払い出されており、申立人が加入手続を行ったとするＢ

区において申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらない。 

また、申立人は、国民年金加入手続を行ったとする昭和 45 年１月ころ

に、申立人に対し国民年金手帳が交付され、所持していたかどうかにつ

いての記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が現在所持している年金手帳は、そ

の表紙の色から 49 年 11 月以降に発行されたものであり、申立人が国民

年金加入手続を行ったとする 45 年１月ころに交付されていた手帳とは相

違している。 

さらに、申立人は、国民年金保険料の納付方法について、Ｂ区在住時及

びＣ市に転居後の数年間は、定期的に自宅に訪れていた集金人の女性に



 

  

保険料を納付していたと申述しているが、Ｃ市における保険料の納付方

法は昭和 48 年３月まで印紙検認方式で、市役所及び市役所出張所の窓口

でのみ納付が可能であったとしており、集金人が徴収する制度は無かっ

たとしていることから、申立人の記憶とは相違している。 

 加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2971 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年２月及び同年３月、４年５月及び同年６月、４年12月、

５年２月、５年５月、５年８月、５年10月から６年４月までの期間、６年

６月から７年３月までの期間並びに８年４月から９年11月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年２月及び同年３月 

② 平成４年５月及び同年６月 

③ 平成４年 12 月 

④ 平成５年２月 

⑤ 平成５年５月 

⑥ 平成５年８月 

⑦ 平成５年 10 月から６年４月まで 

⑧ 平成６年６月から７年３月まで 

⑨ 平成８年４月から９年 11 月まで 

申立期間を含む、私がＡ市に居住していた当時の国民年金保険料の納

付については、定期的に自宅に集金に訪れていた町内会の集金人を通じ

て、夫の保険料と町内会費と一緒に納付していた。未納の通知等が届い

たことは無く、申立期間の保険料が未納となっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑨までの国民年金保険料の納付について、申立人は、町

内会の集金人を通じて国民年金保険料を納付していたと申述しているが、

申立人のＡ市国民年金被保険者名簿の記録によると、申立人は、平成４年

２月の保険料から、口座振替により保険料納付を行っている記録が確認で

き、その国民年金被保険者名簿に振替口座として記載されている預金口座

の全科目取引異動明細表において、申立期間①から⑨までの保険料が出金



 

  

されていないことが確認できる。 

また、申立人が申立期間①から⑨までの国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

   



 

  

埼玉国民年金 事案 2973 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年 11 月から 46 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 11 月から 46 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は未納であったが、第３回特例納付の時期

にＡ市役所（現在は、Ｂ市役所）の集金人に一括で納付したはずであり、

その期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、第３回特例納付の時期

にＡ市役所の集金人に一括で納付したはずであり、未納期間があることに

納得できないと主張しているが、Ａ市の国民年金被保険者台帳及び国民年

金被保険者台帳（旧台帳）によれば、申立人は、昭和 46 年４月から 52 年

３月までの期間を第３回特例納付により保険料を納付していることが記録

されており、かつ、特例納付をした最初の月である 46 年４月から申立人

が 60 歳に達する平成８年＊月までの期間が約 25 年となることから、申立

人は 60 歳に達するまでに受給資格期間を満たすことが可能であったこと

から、特例納付をする時点で納付すべき期間を計算したものと考えられ、

行政側の記録管理に不自然さは見当たらない。 

また、申立人は、第３回特例納付で納付した期間、納付金額等について

の記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間の国民年金保険料を特例納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2974（事案 1977 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年 12 月から 48 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 12 月から 48 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、昭和 49 年末ころに第２回特例納付に

よりＡ市役所で納付したはずであり、その期間が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号が払

い出された昭和 55 年７月の時点では、申立期間の国民年金保険料を第２

回特例納付により納付することはできず、当該特例納付を行ったとする

49 年末に国民年金に加入していたことの確認ができないなどとして、既

に当委員会の決定に基づく平成 21 年６月 22 日付け年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

また、申立人は、特例納付により国民年金保険料を納付したのは１回だ

けであると記憶しているところ、国民年金被保険者台帳（旧台帳）及びＡ

市の国民年金被保険者台帳によれば、昭和 48 年４月から 52 年 12 月まで

の期間を第３回特例納付により納付したことが記録されていることから、

申立人は、第３回特例納付で納付したことが確認できる。 

申立人は、昭和 49 年末に特例納付した記録が無いことに納得できない

と主張しているが、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情と

は認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見

当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2975 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 11 月から平成２年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年 11 月から平成２年３月まで 

昭和 60 年＊月に 20 歳になると同時に国民年金に加入した。国民年金

への加入手続や保険料の納付は、母がしてくれていた。国民年金手帳の

国民年金への加入日から国民年金保険料が納付されているはずなのに、

国民年金に未加入となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 60 年＊月に 20 歳になると同時に国民年金に加入し、国

民年金保険料の納付はその母がしてくれていたとしているところ、申立人

の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への加入時期は、平成６

年 10 月ころであり、その時点では、申立期間の保険料は時効により納付

できない期間である上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

見られない。 

また、国民年金への加入手続をし、申立期間の国民年金保険料を納付し

たとする申立人の母は、国民年金への加入手続をし、申立期間の保険料を

納付した記憶が無く、申立人も国民年金への加入手続及び申立期間の保険

料の納付に関与していない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2976 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年１月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日    ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    ：  昭和 41 年１月から 45 年３月まで 

私の両親は、子供全員について国民年金の加入資格を得られる時期に

なると加入手続をし、結婚するまで保険料を納付してくれていた。申立

期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その両親が申立人の国民年金加入手続を行ってくれ、20 歳

から保険料を納付してくれていたはずであると申し立てているが、その両

親は既に他界しており、申立人も国民年金の加入手続、保険料の納付に関

与していないことから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明

である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 45 年 10 月に払い出されて

おり、払出日からすると申立期間の大部分は時効により納付できない期間

であり、別の記号番号が払い出されていた形跡もうかがわれない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせる関連

資料（家計簿、確定申告書等）も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2977 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年６月から 42 年３月までの期間及び 45 年４月から 48

年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

       生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ： 

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年６月から 42 年３月まで 

 ② 昭和 45 年４月から 48 年 12 月まで 

    昭和 55 年４月に、知人の勧めにより国民年金に加入したが、その際、

Ａ市の職員から、未納分をさかのぼって納付すれば今までの年金資格が

継続し年金の給付を受けることができる旨の説明を受け、28 万円だっ

たか、30 万円に近い金額を持参し納付した。申立期間の国民年金保険

料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間について、申立人は、昭和 55 年４月にＡ市で国民年金に加入

し、申立期間を含め過去の未納分保険料をさかのぼって一括納付したと

しており、納付金額は 28 万円だったか 30 万円に近い金額であったとし

ているが、申立人が特例納付した記録がある 49 年１月から 52 年 12 月ま

での期間と申立期間の国民年金保険料を併せて特例納付した場合の納付

金額は 65 万 2,000 円となることから、申立人の申述と金額が乖離
か い り

してい

る。 

また、昭和 55 年４月の国民年金加入時点で、記録上納付済みとなって

いる 49 年１月までさかのぼり、併せて 55 年４月から同年６月までの現

年度分を納付した場合の納付金額は 28 万 2,270 円となり、申立人の記憶

と符号することから、この時点で 49 年１月までさかのぼって納付したも

のと推認できる。                  

 さらに、昭和 55 年４月の国民年金加入時点で、60 歳まで国民年金保険

料を納付しても、年金受給資格期間の 25 年に達しないが、この時点で 49



 

  

年１月までさかのぼって納付すれば 60 歳まで納付した場合の加入期間が

26 年３か月となり、受給資格期間を満たすことになることから､これらの

考慮もあって 49 年１月までさかのぼって納付したことが推測される。 

加えて、申立期間の保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定

申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2979 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年５月から 58 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年５月から 58 年１月まで 

申立期間については、昭和 57 年 12 月か 58 年１月ころ、Ａ区報で未

納期間をさかのぼって納付できることを知りＡ区役所で納付金額を教え

てもらい、その後 12 から 13 万円くらい納付した。申立期間の納付記録

が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 57 年 12 月か 58 年１月ころ、Ａ区報で未納期間をさか

のぼって納付できることを知り、Ａ区役所で納付金額を教えてもらい、そ

の後 12 から 13 万円くらい納付したとしているが、Ａ区役所の申立人の国

民年金手帳記号番号の払出しは 58 年４月７日であることから、申立期間

の直前の 56 年１月から 57 年４月までの期間の保険料を過年度納付したと

推認できるものの、申立期間は、無資格期間であり、強制加入被保険者で

ないため国民年金の制度上さかのぼって納付できない期間である。 

また、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2981（事案 1026 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年７月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年７月から 39 年３月まで 

    Ａに住み込みで就職し、私が 20 歳になった時に店主が私と同僚の国

民年金加入手続をしてくれ、保険料も集金人が店に来ており納付してく

れていたので、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人は、申立人とその同僚のＢ

氏の国民年金加入手続及び保険料の納付を理容店店主に行ってもらって

いたとしているが、申立人が直接関与していないため納付状況は不明で

あり、昭和 39 年４月 27 日に国民年金手帳記号番号が申立人と連番で払

い出されている同僚のＢ氏も保険料の納付記録が申立期間直後の 39 年４

月からとなっていることから、店主が申立人の国民年金保険料を納付し

ていたと考えることは困難であるとして、既に当委員会の決定に基づく

平成 20 年 10 月 29 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

また、申立人は店主が納付してくれていたと主張するが、店主から当

時の加入手続及び納付状況について聴取した結果、具体的な証言は得ら

れず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たら

ないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2983 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年４月から同年６月まで 

    夫がＡを平成 10 年４月に退職し、その後すぐにＢ市役所（現在は、

Ｃ市役所）において、国民健康保険と国民年金の加入手続を夫婦二人で

行った。当時、同市役所の国民健康保険と国民年金は同じ窓口で、担当

者も同一人物の男性であり、離職したので免除の申請をしたいと申し出

たところ、この申請書に記入して下さいと言われ、夫と一緒に記帳台で

記入し、その担当者に渡した。その男性は、免除ではなく本当は納付し

てほしいのですがと言わんばかりに、いかにも免除申請書を受け取りた

くないような態度であり、不快感を覚えたのを記憶している。その後免

除申請日は 10 年８月 31 日であるとの回答が届いたが、８月に同市役所

に行った記憶は無い。同市役所の担当者が免除申請の処理をすぐに行わ

なかったとしか考えられず、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はその夫が平成 10 年４月に退職した直後にＢ市役所において国

民健康保険、国民年金の加入手続及び国民年金の免除申請を行ったとして

いるが、国民健康保険については、加入手続日が同年４月 28 日であるこ

とが確認できるものの、国民年金の免除申請については、オンライン記録

により、同年８月 31 日に行ったことが確認でき、その記録に不自然さは

見当たらない。 

また、申立人は、国民健康保険と国民年金の窓口は同一であり一人の担

当者が取り扱っていたとしているが、Ｃ市役所では、申立期間当時は国民

健康保険と国民年金の窓口は柱で仕切られており、同じ担当者が両方の事

務を行うことは通常ありえないとしている。 



 

  

さらに、申立人は、夫婦二人で国民年金の免除申請をしたとしているが、

その夫の申立期間も未納である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料について免除されていた

ものと認めることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2984 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年２月から 61 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年２月から 61 年６月まで 

    昭和 61 年６月ころ、母がＡ市役所（現在は、Ｂ市役所）で私の国民

年金加入手続をしてくれ、保険料も母が納付してくれた。それが未納と

されているのは納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年６月ころ、その母が国民年金の加入手続を行って

くれ、保険料も母が納付してくれたと申し立てているが、申立人の国民

年金手帳記号番号は 63 年５月ころ払い出されており、払出時点からする

と申立期間の大部分は時効により納付できない期間であり、別の記号番

号が払い出された形跡もうかがわれない。 

 また、申立人は、納付した時期は憶えていないものの、その母が申立期

間の国民年金保険料十数万円を郵便貯金から引き出して市役所窓口で一

括納付してくれたとしているが、申立期間の保険料額は 11 万 4,620 円で

金額に差がある上、国民年金手帳記号番号の払出時期からすると、申立

期間直後の昭和 61 年７月から 63 年３月までの国民年金保険料は過年度

納付と推認されるところ、当該期間の保険料額は 15 万 2,700 円であり、

申立人の主張する納付金額と符合していることから、このことと混同し

ている可能性も否定できない。  

 さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を納付

していたものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2985 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年 12 月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 12 月から 50 年 12 月まで 

    昭和 40 年 12 月に会社を退職後、Ａ市からＢ市（現在は、Ｃ市）に引

っ越し、41 年にそば店を開業、42 年に結婚した。国民年金は、地元の

納税組合を通して加入手続を行い、保険料は納税組合が集金に来ていた

ので、ほかの税金と一緒に妻と母親の分も合わせて納付していた。申立

期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社退職後Ｂ市に転居してから昭和 41 年にそば店を開業し

た後、地元の納税組合を通して国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付していたと申し立てているが、当時の加入状況、納付状況等に係

る記憶は曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年３月７日に払い出

されており、払出日からすると、申立期間は時効により納付できない期間

である上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる形跡は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間に国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が見当たらない上、申立期間は 121 か月と

長期間である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2987 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年６月から 61 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年６月から 61 年 12 月まで 

    昭和 61 年 12 月か 62 年１月ころ、自分でＡ市役所に行って、国民年

金の加入手続をした。過去の未納保険料約 20 万円については、加入手

続直後に父親から借りたお金で、Ａ市役所かＢ銀行でまとめて納付した。

申立期間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年 12 月か 62 年１月ころにＡ市役所で国民年金の加

入手続を行ったとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた時期は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、平成元年

３月から同年４月ころまでであると推認され、その時点では、申立期間の

国民年金保険料は時効により納付できない上、別の国民年金手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   また、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付した場合の金額は 13

万 1,300 円となり、申立人の主張する金額とは相違する上、推認される国

民年金手帳記号番号の払出時期に、遡及
そきゅう

可能期間である申立期間後の昭和

62 年１月から平成元年３月までの国民年金保険料をまとめて納付した場

合の金額は 20 万 2,500 円となり、申立人の主張する金額におおむね一致

することから、申立人が加入手続の時期について記憶違いをしている可能

性も否定できない。 

   さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2988 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年９月から平成３年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年９月から平成３年３月まで 

20 歳到達と同時に父親がＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料は、父親が同市役所内にあるＢ銀行で納付して

いたので、当該期間について、保険料納付の確認ができないというのは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の父親は、父親が申立人の 20 歳到達と同時にＡ市役

所で国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人が所持する

国民年金手帳（厚生年金手帳）には厚生年金保険の記号番号及び初めて

被保険者となった日（平成３年４月１日）が記載されているが、国民年

金の加入に関する記録（記号番号及び初めて被保険者となった日）は無

い上、オンライン化後で国民年金手帳記号番号払出簿は無く、申立人が

主張する時期に国民年金に加入していたことは確認できなかった。 

 なお、申立人の父親は、申立人の婚姻時に年金手帳を申立人に渡した

と思うとしているが、申立人は、同手帳を受け取った記憶は無く、現在

保持している年金手帳は上記の１冊のみであるとしている。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の父親は、

国民年金保険料の納付金額を記憶しておらず、ほかに申立期間に係る保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が見

当たらない上、Ａ市では、国民年金被保険者名簿、保険料納付記録等の

資料はすべて廃棄済みとしていることから、申立期間の申立人の国民年



 

  

金保険料の納付状況について確認ができない。 

なお、申立人が 20 歳に到達した昭和 63 年＊月は、学生の国民年金の

強制加入適用前の時期であり、申立人は、申立期間において大学生であ

ったと主張していることから、申立期間は任意加入期間に該当する。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2989 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年 10 月から 47 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42 年 10 月から 47 年３月まで 

    申立期間当時はＡ市で両親と同居しており、家族の国民年金保険料は

母親がまとめて納付していたので、申立期間について、自分だけ未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年４月に払い出されており、

同払出時期からすると、申立期間は時効により国民年金保険料を納付で

きない期間であり、申立期間に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていた形跡も見当たらない。 

また、申立人の国民年金加入手続を行い、保険料を納付したとする申

立人の母親は既に他界しており、申立人自身は国民年金加入手続及び保

険料納付に直接関与しておらず、加入手続及び納付金額等について具体

的な証言が得られない。 

さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2990 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月から 63 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料は、母が集金人を通じて納めていたと思う

ので、未納となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の現在の国民年金手帳記号番号に係るＡ市の住民基本台帳システ

ム国民年金データによると、昭和 63 年６月２日取得届出と記録されてい

る上、同記号番号の前後の任意加入者等の加入手続も 63 年６月ころに行

われていることから、申立期間は、同記号番号の払出前の期間と考えられ、

申立人が申立人に係る国民年金の加入手続を行ったとしている申立人の母

は、Ａ市役所で加入手続を行ったと思うが、手続を行った時期については

明確に記憶していないと申述しており、別の国民年金手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

なお、国民年金保険料の納付について、申立人の母は、「毎月、集金人

に現金で保険料（額は不明）を手渡していたと思う。納付書で納付した記

憶は無い。」としているが、Ａ市は「集金員による保険料の収納は、昭和

53 年３月まで行っていたが、申立期間当時は行っていない。納税組合等

に保険料の収納業務を委託することもなかった。申立期間当時は、納付書

による市役所又は金融機関における納付及び口座振替によって保険料を収

納していた。」としている。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付の事実をうかがわせる周辺



 

  

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2991 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年４月から 54 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月から 54 年９月まで 

Ａに参加するべく勉学に専念するために、会社を退職した際に、老後

のため、病気になった時のために国民年金と国民健康保険には必ず加入

するよう助言があった。 

退職後すぐにＢ市役所で国民年金及び国民健康保険加入手続を行った。

昼間はアルバイト、夜間は短大に通っており、国民年金、国民健康保険、

生命保険を納付していたことを覚えている。国民年金手帳は、その場で

受領したのか、後日郵送で届いたのかはよく覚えていないが、納付書は

郵送で届き、国民健康保険、生命保険料と一緒に通勤途中などにその都

度便利な場所で納付していた。Ａに参加する前に、Ｂ市で歯の治療をし

たことを覚えていることから、少なくとも国民健康保険には加入してい

たはずである。 

また、Ｃ区及びＤ市で納付記録を確認したときにはすべて納付済みで

あると言われた記憶がある。 

申立期間について、国民年金保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52 年に会社を退職後すぐにＢ市役所で国民年金及び国

民健康保険の加入手続を行い、国民年金保険料は納付書により金融機関等

で納付したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号はＡから帰国直

後の 57 年２月から同年３月ころまでにＥ町で払い出されており、払出時

点からすると、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 



 

  

また、Ｅ町保管の国民年金被保険者名簿では申立期間は未納となってお

り、摘要欄には「Ｆ区役所へ連絡済」と記載されていることから、同名簿

の年金記録が転出先のＦ区役所へ伝達されていることが確認でき、その後

の転居先であるＣ区及びＤ市へも同様の納付記録が伝達されていることが

推認できることから、申立人がＣ区及びＤ市で確認したのは、記録上加入

手続がなされ、保険料納付が開始された昭和 57 年２月以降の記録である

と考えられる。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立事案の口頭意見陳述においても、申立人が行ったとする国

民年金の加入手続や申立期間の保険料の納付を裏付ける事情をくみ取ろう

としたが、具体的な新しい証言や証拠を得ることができなかった。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2800 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年９月１日から 36 年 11 月１日まで 

    社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入期間について照会した

ところ、株式会社Ａにおける資格喪失日が昭和 35 年９月１日となって

いる旨の回答を受けた。同社に同年４月 20 日過ぎに入社し、見習期間

３か月を経て同年８月に正社員となり、二夏を過ごして 36 年 10 月末ま

で勤務したと記憶している。社会保険事務所から入手した名簿の一片で

は、自分の欄に、「36.10」のスタンプ印が押されていることからも、

同年 10 月まで勤務していたことは明らかである。申立期間を厚生年金

保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、株式会社Ａに、昭和 35 年４月 20 日過ぎに入社し、見習期間

３か月を経て、同年８月から正社員となり二夏を過ごして 36 年 10 月 31

日に退職するまで継続して勤務し、その間、厚生年金保険に加入していた

と申し立てている。 

しかし、株式会社Ａに事業主照会したところ、50 年近い年月を経てお

り、また、申立人の在籍期間も短かったため、資料も無く、当時の担当者

もいないことから、いずれも不明としている。 

また、申立人が苗字を記憶している二人に同僚照会を行ったが、いずれ

も申立人の勤務状況について記憶が無く不明としており、社会保険事務所

の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に被保険者記録があり連絡のとれる

16 人に同僚照会したところ、13 人から回答があったが、全員申立人の勤

務事実は不明としている。 

さらに、上記名簿から申立人が昭和 35 年８月 11 日に厚生年金保険被保



  

険者資格を取得し、同年９月１日に資格を喪失していることが確認できる。 

加えて、申立人が社会保険事務所で入手した上記名簿の一片のコピーに

基づいて、「36.10」のスタンプ印を申立期間における勤務の根拠として

いるところ、Ｂ事務センターでは、「36.10」のゴム印は同年度の算定基

礎届出に伴う事務処理の際、誤ってゴム印が押されているもので、算定が

不要であることを明確にするため斜線を記入したものとしている。なお、

「36.10」の標準報酬月額の欄には金額の記載は無いことがＢ事務センタ

ーの回答を裏付けている。 

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2801 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和４年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： ① 昭和 18 年４月ころから 19 年２月ころまで 

           ② 昭和 26 年８月１日から 27 年４月１日まで 

    尋常高等小学校を卒業した昭和 18 年４月から 19 年２月にかけてＡ株

式会社（現在は、Ｂ株式会社）に勤めた。当時は年金制度が無いものだ

と思っていたが、あったと聞き、確認の申立てをした。 

    また、Ｃ株式会社（現在は、株式会社Ｄ）の前身であるＥ株式会社に

昭和 26 年８月１日から 27 年３月 31 日までの期間も勤務していたこと

は、当時の労働組合の機関誌に私が 26 年春に入社した旨記載されてい

るので証明できる。当事業所での厚生年金保険の加入記録が昭和 27 年

４月からとなっていることに納得できない。記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①については、昭和 16 年１月１日に公布された労働者年金

保険法（17 年１月１日適用開始）は、適用対象事業所を工場法又は鉱

業法及び常時 10 人以上の物の製造等の事業所を適用事業所と規定して

いるが、Ａ株式会社が適用対象であったか否かについてＢ株式会社は不

明であるとしているところ、同種のＦ事業所であるＧ株式会社及びＨ株

式会社の新規適用日はＡ株式会社より遅く、厚生年金保険の新たな被保

険者である女子及び男子職員（事務職）の保険料徴収、給付制度が開始

された 19 年 10 月１日となっていることから、申立期間①においてＡ株

式会社は適用事業所ではなかったことが推認される。 

  また、社会保険事務所（当時）の事業所索引簿によると、Ａ株式会

社が厚生年金保険法の適用事業所となったのは厚生年金保険法を改正



  

する法律の施行日（保険料徴収開始及び給付額の算定の基になる日は

昭和 19 年 10 月１日）である 19 年６月１日と記録されている。 

  さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には

申立人の氏名は無く、昭和 19 年６月１日に被保険者資格を取得した同

僚９人全員が、死亡失権、記号番号未統合等のため、連絡先の確認が

できないことから照会を行えなかった。 

加えて、Ｂ株式会社は、申立人の勤務記録等は無いとしている上、

申立人の給与から事業主が厚生年金保険料を控除していたとする事実

は認められなかった。 

 

２ 申立期間②については、申立人が提出したＩ組合 40 年史「Ｊ」（平

成４年 10 月発行）において、昭和 26 年春に申立人がＣ株式会社に入社

と記述されていることが確認できる。 

しかし、株式会社Ｄは「本社工場が昭和 42 年 10 月に全焼したため、

申立人の記録も消失し、入社日の確認は困難。」としている。 

また、事業所索引簿では同社の新規適用年月日は昭和 26 年 12 月１

日であり、事業主以下、当該事業所の立ち上げメンバー５人がいずれ

も同日に資格取得をしているところ、申立人がそれより後の翌 27 年４

月１日に加入となっていることに不自然さは無い。 

さらに、Ｃ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者

名簿によると、40 年史の中で、申立人と同期に入社したとされるＫ氏

の新規資格取得日は昭和 28 年 12 月 26 日と記録されており、申立人よ

り１年半以上経過してから被保険者資格を取得していることが確認で

きる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2802 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 35 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 62 年８月 20 日から同年 11 月１日まで 

    申立期間は株式会社Ａでアルバイトをしていたが、厚生年金保険の加

入記録が無い。当該期間は、加入記録のある昭和 62 年 11 月１日から同

年 12 月 26 日までの期間と勤務形態が同じであったので、申立期間にお

いて厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録から、申立人が申立期間に株式会社Ａに勤務し

ていたことが認められる。 

しかし、株式会社Ａが提出した厚生年金保険加入台帳によると、申立人

の厚生年金保険被保険者期間については、昭和 62 年 11 月１日資格取得、

同年 12 月 26 日資格喪失と記載されており、記載されている期間以外の申

立期間において当該台帳に申立人の氏名等の記録が無い。 

また、オンライン記録では、申立人の株式会社Ａに係る厚生年金保険被

保険者の資格取得の届出処理は、昭和 62 年 11 月 27 日に行われており、

訂正等が行われた形跡は無く、不自然な点も見当たらない。 

さらに、ⅰ）申立人は、申立人が勤務していた株式会社ＡのＢ営業所の

同僚の氏名等を覚えていないこと、ⅱ）同営業所は既に廃止されており、

当時勤務していた者の名簿等も無いこと、ⅲ）同社の厚生年金保険は本社

が一括して適用していたことから、被保険者記録から同営業所に勤務して

いた同僚を特定することができなかったことなど、同僚から申立内容の事

実を確認できる資料や供述等が得られなかった。 

なお、前述のような状況であることから、申立期間当時に同社に係る被

保険者資格を取得した者の中から、申立人と同年代の者等５人を抽出して、



  

入社日等について照会したところ、アルバイトであった二人が被保険者資

格取得日よりも数か月前を入社時期として記憶しており、資格取得日まで

の間に厚生年金保険料の控除がなかった旨の供述をしていることから、当

時、同社のアルバイトについては、入社後一定期間が経過した後に厚生年

金保険に加入させていたことが推察できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2803 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年９月１日から９年 10 月１日まで 

平成６年に有限会社Ａが有限会社Ｂに社名を変更したとき同社に出

資をし、７年９月に役員に就任した。給与は月額 10 万円で、毎月厚生

年金保険料等を控除された金額が、銀行に振り込まれた。会社には週

２回から３回出勤し、１回３時間ぐらい勤務をしていた。会社の経営

状態があまり良くなかったため、10 年３月に役員を辞めたが、同年同

月に社会保険事務所（当時）の窓口で厚生年金保険の被保険者記録を

受け取り、銀行の年金相談でも被保険者資格があるといわれ、安心し

ていた。ところが、ねんきん定期便で確認したところ、申立期間の被

保険者記録が無く、問い合わせると取り消されたとの回答だった。保

険料の返金も無かったので、調べて申立期間の被保険者記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に有限会社Ｂに取締役として勤務していたことは、

同社の商業登記簿謄本及び事業主やその他の同僚の供述により認められ

る。 

また、オンライン記録（被保険者資格記録照会回答票）によると、申

立人の有限会社Ｂでの厚生年金保険の資格取得日は平成７年９月１日、

喪失日は９年 10 月１日と記録されていたが、当該記録が 10 年３月 11 日

に取り消されており、元事業主も保険料控除の事実を認めている。 

しかし、有限会社Ｂでの勤務は、申立人が週２回から３回出勤し、勤

務時間は１回３時間ぐらいだったとしている上、同社の複数の同僚や顧

問税理士は、申立人の出勤は不定期でほとんど出勤していなかったとし



  

ていることから、２以上事業所勤務の届出をする前提となる、同社の通

常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね４分の３以上の

就労という被保険者要件を充たしていないものと考えられる。 

さらに、申立人に係る２以上事業所勤務届について、元事業主はこれ

を提出した記憶は無いとしている上、これが提出されていることを証明

する資料も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者記録の訂正を認

めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2804 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年７月１日から 10 年７月２日まで 

平成 10 年当時、代表取締役を務めていた株式会社Ａの経営が悪化し、

社会保険料を滞納したため、この滞納金を相殺する目的で、自分の標準

報酬月額を１年間さかのぼって９万 2,000 円に減額訂正する手続を行っ

た。減額訂正の内容をよく理解しないまま手続してしまったが、自分の

年金を減らして従業員の分まで負担したことになるので、厚生年金保険

の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、平成９年７月が 59 万円、同年８月から 10 年５月

までの期間が 41 万円、同年６月が 15 万円と記録されていたところ、当該

事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった同年７月２日と同じ日

付で、これらの標準報酬月額の記録が９年７月にさかのぼって９万 2,000

円に減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、当該事実について、申立人は、「平成 10 年当時、代表

取締役を務めていた株式会社Ａの経営が悪化し、社会保険料を滞納したた

め、この滞納金を相殺する目的で、自分の標準報酬月額を１年間さかのぼ

って９万 2,000 円に減額訂正する手続を行った。」と供述していることか

ら、申立人が標準報酬月額の減額訂正に関与していたと認められる。 

また、株式会社Ａの商業登記簿謄本により、申立人は、同社設立の時期

から一貫して代表取締役であったことが確認できる。 

なお、申立人は、減額訂正について、「役員及び同僚には照会してほし

くない。」と述べているため、同僚照会が実施できない。 



  

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に

ついて責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額の減額訂正に関与しな

がら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許さ

れず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2805 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    現  住  所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 平成６年２月９日から８年９月 24 日までのうち

１か月 

私は申立期間に勤務していた株式会社Ａの社長から、会社を辞めると

き保険料を社会保険事務所（当時）に納めたと言われた覚えがあるので、

給料から保険料が控除されていたはずだ。 

それから何年かして、母親が社会保険事務所で記録を確認したところ、

間違いなく記載されていた、と聞いた。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間に加えてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間のうち期間の特定はできないものの、株式会社Ａに３

日間又は２週間勤務したことは、当時の上司及び同僚の供述からうかがう

ことができる。  

 しかし、株式会社Ａに係るオンライン記録において、申立期間当時、申

立人の加入記録は無い。 

また、株式会社Ａの事業主は、給与計算及び社会保険手続の一切を社

会保険労務士に委託しているが、入社後の勤務状況の様子を見ながら、

個別の手続を依頼する慣行のところ、申立人は、入社後１週間くらいし

て無断欠勤の後、退職をしたため、被保険者資格取得届を行うには至ら

なかったのではないかと供述している。 

さらに、申立人は、給与から厚生年金保険料を控除されていたと供述

しているが、株式会社Ａの事業主及び顧問社会保険労務士は、申立人の

社会保険及び雇用保険の資格取得手続は行っておらず、従って社会保険

料の控除も無かった、と供述している。 



  

加えて、申立人の供述によるその母親の関与についても、申立人の母

親は、申立人の年金記録の件で社会保険事務所や市役所へ行ったことは

無い、と供述している。 

なお、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2807 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年１月 21 日から 57 年２月 17 日まで 

私は、Ａ株式会社の同僚に誘われ、同社を昭和 55 年１月 20 日に退職

し、翌日の同年１月 21 日に株式会社Ａ（現在は、Ｃ株式会社）に入社

した。社会保険庁（当時）の記録では、57 年２月 17 日に厚生年金保険

の被保険者資格を取得したことになっており、入社から２年１か月間も

空白期間が生じている。 

なお、株式会社Ａと所在地及び社長が同じである株式会社Ｄの所属で

あった可能性もあるが、厚生年金保険には継続して加入していたはずで

あるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録では、申立人は、株式会社Ａに係る資格を昭和

56年７月21日に取得していることが確認できる。 

また、申立人の勤務期間について、申立人を記憶していた同僚４人のう

ち、二人は３年くらい、二人は１年以上継続して勤務していたと供述して

おり、入社日の特定はできないものの、申立人が申立期間において株式会

社Ａに勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、当時の同僚からは、試用期間がありその期間は社会保険

に加入させてもらえなかったとの供述や、ほかの複数の同僚からも社会保

険の加入は希望制だったとの供述があった上、申立人と同様にＡ株式会社

から株式会社Ａに転職した同僚一人の同社に係る厚生年金保険の被保険者

記録は無く、当該同僚は、「株式会社Ａに在籍していた期間に厚生年金保

険へは加入しておらず、給与から保険料を控除されていなかった。」と供

述している。 



  

さらに、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票においても資格

取得日の記載内容に不自然な点は無く、オンライン記録とも一致してお

り、さかのぼって訂正が行われた形跡も無い。 

加えて、事業主は、申立人の申立期間に係る勤務の実態及び厚生年金保

険料の控除について、当時の資料が無いため詳細はわからないと回答して

いる。 

一方、申立人は、株式会社Ａに在籍しながら、所在地及び社長が同じで

ある株式会社Ｄの業務にも携わっていたことから、同社に所属していた可

能性もあると申し立てているが、事業主は「当時の雇用は株式会社Ｄでは

なく、株式会社Ａで行っていたと思う。」と供述している上、株式会社Ｄ

は健康保険厚生年金保険適用事業所名簿及び適用事業所索引簿において、

厚生年金保険の適用事業所であったことの事実を確認することができない。 

このほか、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2808 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 62 年２月 16 日から同年７月 21 日まで 

    私は、申立期間当時、Ａ町（現在は、Ｂ区）にあったＣ会社の株式会

社Ｄ(後の株式会社Ｅ)に勤務していたが、昭和 62 年２月 16 日から勤務

を開始していたにもかかわらず、社会保険庁（当時）の記録によると、

私が厚生年金保険被保険者になったのは同年７月 21 日になっており、

それ以前の５か月間の被保険者記録が欠落している。 

当時の同僚の被保険者記録なども調査の上、申立期間に厚生年金保険

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた株式会社Ｄに係るオンライン記録によると、申立

人の厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 62 年７月 21 日であること

が確認でき、これは、雇用保険被保険者資格の取得日と一致する。 

 一方、株式会社Ｅは平成 19 年９月 21 日に解散により厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっており、破産管財人は申立人に係る資料等が残存し

ていないとしている。 

また、当時の事業主は既に死亡しており、元役員や同僚に照会しても申

立人が申立期間に厚生年金保険被保険者であったこと、給与から保険料を

控除されていたことの確認ができない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたこと

を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2809 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 57 年４月 19 日から平成 12 年４月１日

まで 

             ② 平成 12 年４月１日から 14 年６月１日まで 

昭和 57 年４月から平成 12 年３月まで株式会社Ａに勤務し、同年４月

から 14 年５月まで株式会社Ｂに勤務していた。社会保険庁（当時）の

記録を確認したところ、両社に勤務していた期間の標準報酬月額が実際

に支給されていた給与額より低いことが分かったので、標準報酬月額を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が提出した昭和 62 年分及び平成８年分から 14 年分までの確定申

告書、３年分から 11 年分までの源泉徴収票並びに２年４月 27 日から 15

年１月 30 日までの記帳がある預金通帳により、申立期間①のうち、昭和

62 年１月から同年 12 月までの期間及び平成３年１月から 12 年３月まで

の期間並びに申立期間②の給与支給額は、オンライン記録にある標準報酬

月額を上回っていたことがうかがえる。 

しかしながら、申立人が提出した昭和 62 年分及び平成８年分から 14 年

分までの確定申告書の社会保険料控除額並びに３年分から 11 年分までの

源泉徴収票の社会保険料等の金額欄に記載された額が、オンライン記録に

ある標準報酬月額から計算された健康保険、介護保険及び厚生年金保険の

保険料額に雇用保険料の額を加算した額とほぼ等しくなることから、株式

会社Ａ及び株式会社Ｂの事業主が、申立期間①のうち、昭和 62 年１月か

ら同年 12 月までの期間及び平成３年１月から 12 年３月までの期間並びに



  

申立期間②における申立人の給与からオンライン記録にある標準報酬月額

に見合う厚生年金保険料を控除していたと認められる。 

また、株式会社Ａ及び株式会社Ｂの元事業主は、いずれも社会保険事務

所（当時）に届け出た標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を申立人の給

与から控除していたと回答しているほか、株式会社Ａの元事業主は、「Ｃ

員の給与明細書には、給与とは別に、車輛の整備費用や燃料費等を補助す

るための費用の項目があり、申立人がこの費用を含めた金額で報酬額を計

算したのではないか。」と供述している。 

さらに申立期間①のうち、昭和 57 年４月から 61 年 12 月までの期間及

び 63 年１月から平成２年 12 月までの期間において申立人が主張する標準

報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

加えて、オンライン記録を確認しても、不自然な記録訂正はうかがえな

い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間において、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を両事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2810 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 30 年 11 月 26 日から 31 年 11 月１日まで 

Ａ株式会社とＢ社は同一事業主であり、Ａ株式会社が厚生年金保険の

適用事業所ではなくなった昭和 30 年 11 月 26 日と同日付けでＢ社にお

いて厚生年金保険に加入した記憶がある。しかし、申立期間についてＢ

社での被保険者記録が欠落しているので、調査の上、厚生年金保険被保

険者期間を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は、

昭和 30 年 11 月 26 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失しているが、継

続して勤務したＢ社での勤務実態や生活状況を詳細に記憶しており、かつ、

31 年４月 29 日に撮影したＢ社の社内旅行写真を所持していること等から、

退職日の特定はできないものの、申立期間において当該事業所に勤務して

いたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該

事業所が健康保険厚生年金保険の新規適用を受けた日は昭和 31 年６月１

日であることが確認でき、同日付けで被保険者資格を取得している 12 人

の中に申立人はいない。 

また、Ａ株式会社とＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を照合す

ると、Ｂ社において、その新規適用日（昭和 31 年６月１日）から申立人

が厚生年金保険被保険者となった 31 年 11 月１日までの間に被保険者とな

った者で、かつ、直前にＡ株式会社に在籍していた者は申立人以外に 14

人いるが、これらの者の資格取得日は区々となっていることから、Ｂ社で

の厚生年金保険への加入時期は事業主の判断により個別に決定されていた



  

ことがうかがわれる。 

さらに、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を確認したが、申立人の

申立期間についての記録は確認ができない。 

加えて、Ｂ社は昭和 40 年 12 月 29 日付けで厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、申立期間当時の事業主は既に他界し、同僚照会に回

答のあった４人の同僚共に申立人のことを覚えておらず、申立てに係る事

実を確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間について、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、賃金台帳等の資料

は無く、ほかに申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2811 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 34 年 12 月１日から 35 年５月１日まで 

             ② 昭和 40 年７月 25 日から 41 年９月 16 日まで 

申立期間①についてはＡ株式会社に、申立期間②についてはＢ株式会

社に勤務していたが、オンライン記録では、申立期間に係る両社におけ

る厚生年金保険の加入記録の確認ができなかった。調査の上、申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、入社日の特定はできないものの、複数の同僚の

供述から申立人がＡ株式会社で勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、事業主は、「当時の資料は無いものの、申立期間当時

には試用期間を設けており、申立人の場合も試用期間のため、厚生年金

保険に未加入であったと思われる。」旨を回答しており、同僚照会に回

答のあった同僚７人のうち３人は、試用期間が３か月から６か月あり、

この間は厚生年金保険料を控除されていなかったと回答し、事業主の供

述内容と符合していることから判断すると、申立期間については試用期

間で厚生年金保険に加入しておらず、保険料も控除されていなかったも

のと推認できる。 

また、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人は、昭和 35 年５月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得してい

ることが確認でき、記載内容に訂正事項や不自然な点は特段見当たらな

い。 

なお、Ａ株式会社での申立人の雇用保険加入記録は確認ができない。 

 



  

２ 申立期間②について、同僚照会に回答のあった複数の同僚の供述から、

申立人がＡ株式会社を退職した後にＢ株式会社で勤務していたことはう

かがえるが入社日は特定できない。 

しかしながら、Ｂ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立人が昭和 41 年９月 16 日に厚生年金保険被保険者資格を取得

していることが確認でき、記載内容に訂正事項や不自然な点は特段見当

たらない。 

また、雇用保険の被保険者記録により、申立人の雇用保険と厚生年金

保険の加入日が同一であることが確認できる。 

さらに、当該事業所の当時の事業主は既に他界しており、同僚照会で

回答のあった７人の同僚からも、申立人が厚生年金保険に加入していた

ことをうかがわせるような供述や資料を得ることはできなかった。 

なお、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人と同様に

Ａ株式会社からＢ株式会社に転職した同僚７人の厚生年金保険への加入

が「３か月遅れが３人、４か月遅れが一人、６か月遅れが二人及び21か

月遅れが一人」となっている状況から判断すると、申立人は、厚生年金

保険料は控除されていなかったものと推認される。 

 

３ 申立期間について、申立人が事業主により給与から保険料を控除され

ていた事実を確認できる給与明細書、賃金台帳等の資料は無く、ほかに

申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を各事業主により給与から控除されていたものと認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2812 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日   ： 昭和25年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41 年８月 30 日から 43 年３月５日まで 

    申立期間については、Ａ院（現在は、Ｂ院）で寮生活をしながら、調

理員として働いていた。 

しかし、当該期間の厚生年金保険被保険者記録が無いので、調査の上、

被保険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ院の寮で申立人と同室であった同僚の供述から、入社日の特定はでき

ないものの、申立人が申立期間に同病院で勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ院の事業所別被保険者名簿及び事業主が提出した申立

人の「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知

書」により、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日は、申立人が 18

歳に達した誕生日に当たる昭和 43 年＊月＊日となっていることが確認で

き、かつ、雇用保険の被保険者記録から、雇用保険の資格取得日も同日で

あることが確認できる上、申立期間当時の事業主は他界しているものの、

現在の事業主は、「当時から働いている者に聞き取りをしたところ、病院

の取り決めにより、従業員は 18 歳に達してから厚生年金保険に加入する

ことになっていたので、厚生年金保険料は控除していない上、被保険者取

得届も社会保険事務所（当時）に届出をしていないとのことであった。」

旨の回答をしている。 

また、Ａ院の事業所別被保険者名簿を検証したところ、申立期間当時に、

18 歳未満で資格を取得している被保険者はいないことが確認でき、申立

人と同じ業務に従事していた 18 歳未満の同僚二人も、18 歳に達した誕生

月に被保険者資格を取得していることが確認できる。 



  

なお、当該同僚のうち一人は、「病院から 18 歳に達した時に厚生年金

保険への加入手続を行うことを聞いたことがある。」と回答し、また、ほ

かの同僚は、「18 歳になるまで事業主により厚生年金保険料を控除され

ていなかった。」と回答している。 

さらに、申立人が申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立て

の事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2814 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年 10 月１日から 22 年３月１日まで 

    社会保険事務所（当時）で確認したところ、Ａ株式会社（現在は、Ｂ

株式会社）Ｃ支店で勤務した期間のうち、昭和 21 年 10 月１日から 22

年３月１日までの厚生年金保険被保険者記録の確認ができなかった。社

員手帳及び在籍証明書から、21 年 10 月１日から勤務していたことが明

らかであるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している社員手帳及びＢ株式会社が人事記録を基に作成し

た在籍証明書から、申立人は、昭和 21 年 10 月１日にＡ株式会社Ｃ支店

に入社したことは確認できるが、当該事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、申

立人の厚生年金保険被保険者資格取得日は 22 年３月１日であることが確

認できる。 

また、Ｂ株式会社へ照会したところ、申立期間当時の厚生年金保険被保

険者資格の取得及び喪失の届出、保険料の控除、納付等については資料が

全く保存されていないために不明である旨の回答であった。 

さらに、同僚照会に回答のあった元同僚二人は、自身の入社日と厚生年

金保険被保険者資格取得日を照合したところ、二人とも入社日は昭和 21

年３月 21 日、資格取得日は同年５月１日であることから、被保険者資格

の取得日は入社日より２か月遅くなっていると回答している。 

加えて、これら二人の元同僚は、「当時は事業所の要員が極端に不足し



  

ていたため、Ｄ等の採用を随時行っていたが、厚生年金保険の加入手続は、

まとめて行っていたかもしれない。」旨の供述をしており、このことは、

当該事業所の厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿から、申立人の資

格取得日である昭和 22 年３月１日付けで申立人を含む 220 人の従業員が

一括して資格を取得していることからも信憑
しんぴょう

性がうかがえる。 

このほか、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、ほ

かに厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情も見当た

らない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2815 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 34 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 57 年１月 16 日から 58 年９月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会した

ところ、申立期間について厚生年金保険に加入した記録が無い旨の回答

であった。昭和 57 年１月から 58 年８月 31 日までＡ株式会社本社Ｂ店

に勤務し、保険料を給与から控除されていたと思うので、当該期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社に事業主照会しても事業主の協力を得ることができないが、

雇用保険の被保険者記録及び申立人が記憶していた同僚の供述から、申立

人が申立期間に同社本社Ｂ店に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿による

と、同社は昭和 61 年７月１日付けで厚生年金保険の適用事業所となって

おり、申立期間は適用事業所ではない上、同日付けで健康保険の整理番号

１番から 94 番までの 94 人が資格を取得していることが確認でき、同日よ

り前に厚生年金保険の資格を取得した者はいない。 

また、当該事業所において昭和 61 年７月１日付けで厚生年金保険被保

険者資格を取得している同僚に照会したところ、４人の同僚から回答があ

り、うち２人が「会社から、入社日に国民年金に各自で加入するよう説明

があった。Ａ株式会社の健康保険及び厚生年金保険への加入時期は 61 年

７月１日である。」と供述している。 

さらに、申立人が記憶していた同僚２人のうち１人も「昭和 56 年又は

57 年に入社したが、入社時に、国民年金に加入するよう説明があっ

た。」旨の供述をしている。 



  

なお、申立人が記憶していた同僚２人は、それぞれ昭和 59 年 12 月と

61 年３月に退職しているため、当該事業所での厚生年金保険の被保険者

期間は無い。 

加えて、上記６人のうち５人の同僚には、申立人の申立期間及びその前

後の期間を含めて国民年金加入記録があり、うち２人は、国民年金保険料

を納付していたことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立

ての事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2816 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 35 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 62 年４月 20 日から同年５月 20 日まで 

    ほかの医師が昭和 62 年４月 20 日から同年５月 19 日までの１か月間

研修に参加するために病院を空けてしまうという理由で、Ａ大学（現在

は、Ｂ大学）Ｃ学部の教授の指示を受け、その代替要員としてＤ院に勤

務したが、当該期間の被保険者記録が見当たらない。辞令を提出するの

で、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ院及びＥ院から提出を受けた人事記録、申立人から提出を受けた辞令

並びに申立人の記憶する教授及び医師の供述により、申立人が、申立期間

にＤ院に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｄ院の事業主は、申立人に係る賃金台帳等は保存してお

らず、厚生年金保険料の控除については不明と供述しており、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｅ院の総務人事課長は、申立人について、申立期間は本学職員で

はなかったとの供述をしている上、申立期間について申立人は、Ｄ院の在

籍となるため、厚生年金保険の事務手続はＤ院で行うことになる旨の回答

をしている。 

さらに、Ｄ院及びＥ院の健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認した

が、申立期間に係る申立人の被保険者記録は無く、健康保険の整理番号も

連番で欠番は見当たらない。 

なお、申立人から提出を受けた昭和 62 年４月 20 日付けの辞令書には、

「任用期間は 62 年５月 19 日まで」との記載が確認できるところ、厚生年

金保険法第 12 条第１項第２号ロでは、２か月以内の期間を定めて使用さ



  

れる者については、厚生年金保険被保険者としないことを規定している。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除された

ことが確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2817 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 12 月５日から 47 年７月１日まで 

    Ａ株式会社Ｂ工場に昭和 41 年６月 20 日に入社以来、平成８年４月

10 日まで継続して勤務していたが、オンライン記録では、昭和 45 年 12

月５日から 47 年７月１日までの期間の厚生年金保険の被保険者期間が

欠落している。同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の雇用保険の被保険者記録から、申立人は、申立期間を含む昭和

43 年４月８日から平成８年４月 10 日までＡ株式会社Ｂ工場に継続して勤

務していることが確認できる上、当該事業所の厚生年金保険被保険者に係

るオンライン記録（職歴審査照会回答票）により、昭和 47 年７月以前に

被保険者資格を取得している約 1,000 人を対象に被保険者資格の取得及び

喪失の状況を調査したところ、短期間在職者には被保険者資格の取得及び

喪失を繰り返している者はみられるものの、長期在職者で被保険者期間中

に喪失及び再取得した記録のある者は申立人以外見当たらない。 

 また、申立人は、昭和 45 年 12 月５日に部署は変更になったが、職種及

び勤務時間等に変更は無く、被保険者資格を喪失する特段の事情は無かっ

たと供述している。 

しかしながら、Ａ株式会社の総務責任者は、当時の資料が無く不明であ

るが、昭和 59 年当時作成の「Ｂ工場社会保険加入台帳」に申立人の厚生

年金保険被保険者資格の取得日は 47 年７月１日とあり、申立人の健康保

険厚生年金保険被保険者原票の記録と一致していることから、事業所又は

本人の都合により喪失及び取得処理がされたのではないかと供述している



  

ところ、上述のとおり、長期在職者で被保険者期間中に喪失、再取得した

記録のある者は申立人一人しか確認できず、申立期間当時にＡ株式会社本

社総務部及び財務部等で勤務していた同僚の「社会保険料を圧縮するため

に、従業員に無断で被保険者資格の取得及び喪失手続を行ったことは無

い。」旨の供述を勘案すると、事業所の都合により申立人の被保険者資格

の喪失及び取得処理が行われたものとは考え難く、申立人の事情により喪

失及び再取得の手続が行われ、この間に厚生年金保険料は控除されていな

かったと判断するのが妥当である。 

また、申立人が当初資格を取得した昭和 43 年４月１日のＡ株式会社Ｂ

工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の健康保険被保険者証交付

等記録欄に、「46 年２月３日返納」と記載されていること、申立人が資

格を再取得した 47 年７月１日の同工場に係る被保険者原票の厚生年金保

険記号番号は、当初取得していた同番号とは別に付されており、その後の

49 年９月 19 日に重複取消しされていることが確認でき、いずれの被保険

者原票にも不審な点は無く、オンライン記録と一致している。 

さらに、申立期間を含む長期間在職していたことが確認できる複数の同

僚から、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について供述を得

ることができない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2823 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 33 年３月 11 日から 35 年３月 20 日まで 

    社会保険庁（当時）の厚生年金保険の記録では、Ａ社（現在は、有限

会社Ｂ）の被保険者の記録が昭和 33 年３月 11 日までとなっているが、

実際は 35 年３月 20 日まで勤務していたはずである。 

毎月の給料から厚生年金保険料が控除されていたので、調査して申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社には、申立期間についても継続して勤務していたと申し

立てている。 

しかし、申立人は、申立期間内の昭和 34 年６月 16 日にＣ自治体の臨時

職員として採用されたことが、Ｃ自治体保管の人事記録により確認でき、

かつ、当該人事記録において、Ｃ自治体採用前の職歴について「昭和 25

年４月Ｄ株式会社に入社、33 年５月同社退職、以後自家農業に従事」と

記録されていることが確認できるが、申立人が、申立てに係るＡ社に勤務

したという記録は確認ができない。 

また、当該人事記録の記載について、当初、申立人は、Ａ社から派遣さ

れてＤ株式会社で勤務していたと説明していたが、後に「Ｃ自治体の採用

に有利なので、Ｃ自治体の会社の名前を前職場として届け出た。」と説明

しており、Ｄ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人の氏名は見当たらない。 

さらに、Ａ社における複数の同僚が、「Ａ社はＦを行う少人数の職場で、

ほかの会社へ従業員を派遣したことはない。また、Ｄ株式会社という会社

も知らない。」と供述し、Ａ社からＤ株式会社への従業者派遣については



  

否定をしている上、「申立人がＡ社に働いていたことは記憶しているが、

勤務期間については記憶が無い。突然辞めたので仕事の手順が狂った記憶

がある。」と供述しており、また、申立人の当該事業所における資格喪失

日から６か月後に当該事業所に就職した同僚が、「申立人とは、一緒に働

いていない。」と供述しているなど、同僚の供述から、申立人の申立期間

における勤務実態について確認することができない。 

加えて、申立人の申立てに係るＡ社における申立期間当時の事業主は既

に亡くなっており、厚生年金保険の適用事業所を継承した有限会社Ｂでは、

Ａ社における資料等について保存しておらず、申立人の申立期間の勤務実

態、厚生年金保険の届出及び保険料の控除等を確認することができない。 

一方、申立人がＣ自治体の採用に際して、過去に勤務した企業について、

Ｃ自治体の会社に勤務したと届け出た旨の説明は理解できるが、申立人は、

申立てに係る事業所に被保険者資格喪失後も継続して勤務していたと主張

していることについては、申立人が当時、Ｃ自治体に対し、採用前の約１

年間について、Ｅに従事していたと届け出ていることが当該人事記録にお

いて確認できることから、申立人が、申立期間において、申立てに係る事

業所において厚生年金保険被保険者であったとは考え難い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案2824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和39年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和63年５月ころから平成３年８月ころまで 

昭和63年５月ころ、中学時代の友人の紹介でＡ株式会社に就職し、平

成３年８月ころまで勤務していたが、社会保険庁（当時）の厚生年金保

険の被保険者記録では、この会社で勤務していた期間の被保険者記録が

無いので、調査して厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

就職する前に失業保険の給付を受けていたことから、健康保険を含め

た福利厚生は会社が行うという説明を受けてから就職しており、実際に

給与から厚生年金保険料を控除されていたと記憶している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間についてＡ株式会社に勤務していたことは、同社が

保管していた従業者在籍一覧表において、申立人の就業日が昭和63年７月

18日、退社日が平成３年８月20日と記録されていること、昭和63年７月か

ら平成３年８月までの各月の給料台帳の記録から、申立人の給与が支給さ

れていたことが確認でき、申立人の申立てに係る申立期間とは多少の相違

があるが、同社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ株式会社が、厚生年金保険の適用事業所となったのは、

同社が保管していた社会保険事務所（当時）からの適用通知書に、適用日

が平成４年10月１日と記録されていること、同僚の一人が、「求人募集の

ときには、社会保険に加入していると言われたが、実際は加入していなか

ったため、ほかの従業員からのクレームがあって、会社が厚生年金保険に

加入するようになった。」と供述していることから、申立人の申立期間当

時、同社は適用事業所になる前であったと認められる。 

また、事業主は、「適用事業所になる前に、給与から、厚生年金保険料



  

を控除したことはない。」と供述していること、同社が適用事業所となる

前から従業者であった同僚の二人が、「厚生年金保険に加入する前は、自

分で国民健康保険に加入しており、厚生年金保険料を給料から控除された

ことはない。」と供述していること、及び前述した昭和63年７月から平成

３年８月までの給料台帳において、社員全員について厚生年金保険料の控

除がされていないことが確認できることから、申立人は、申立期間当時、

給与から、事業主によって厚生年金保険料が控除されていないと認められ

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 2825 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名 ： 女 

    基 礎 年 金 番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住     所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和40年12月から41年９月まで 

          ② 昭和52年３月から53年１月まで 

申立期間①については、Ａ地のＢ会館にあったＣ院は、Ｄ区の公団に

住んでいた姉を通じて、同じ団地に住んでいたＣ院の奥さんに依頼され

て勤務することになった。１日に 300 人から 400 人の患者の受付を一人

で行い、夜も保険点数計算等で、ほとんど毎日残業だったので、疲労で

体調をくずして退職した。 

申立期間②については、Ｅ区のＦ株式会社は、職業安定所の紹介で勤

務した。社長は、Ｇを退職したＨさんが、設立した会社であったが、こ

こも仕事がハードで体調をくずして退職した。 

両社共に厚生年金保険の被保険者記録が無いが、健康保険証を受け取

り使っていたことから、厚生年金保険も当然入っていたはずなので、被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、事業主の妻から、申立人が勤務していた期間は

定かではないが、Ｃ院で勤務していたこと及び勤務期間が短かったこと

を覚えているとの供述があることから、期間の特定はできないものの、

申立人が同院に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、登記簿謄本によると、Ｃ院は、申立期間①当時は法人

にはなっていない個人病院であり、Ｉ院として法人設立したのが平成２

年２月２日であるとともに、オンライン記録によると、同医療法人が初

めて厚生年金保険の適用事業所となったのは、申立期間①よりも 30 年

後の平成７年 12 月１日であることが確認できる。 



  

また、事業主の妻は、｢事業主は、既に亡くなっており病院も解散し

ているので、詳しい当時の事情は不明だが、申立期間①当時は、健康保

険はＪ組合に加入していたので健康保険料は控除していたが、厚生年金

保険には加入していなかったので、厚生年金保険料は控除していなかっ

たはずである。｣と供述している。 

さらに、Ｃ院が初めて厚生年金保険の適用事業所になった平成７年

12 月１日に、被保険者資格を取得した二人のうち回答があった一人は、

｢昭和 42 年４月から平成９年 12 月まで同院で看護師として勤務してい

た。事業所が社会保険に加入する前は、Ｋ組合に加入して健康保険証を

もらっていた。｣と供述しており、また、｢同院に勤務後、厚生年金保険

への加入を院長に申し入れしたが、ノーの返事だった。退職する２年く

らい前に社会保険庁（当時）より加入するように電話があり、やっと腰

をあげ厚生年金保険に加入した。自分は、同医院に勤務していた期間は、

個人で国民年金に加入していた。｣と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人は、厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

２ 申立期間②について、複数の同僚が申立人と一緒に勤務したと供述し

ていること、及び申立人のＦ株式会社における雇用保険被保険者記録に

より、申立人は、申立期間②のうち昭和 52 年６月１日から 53 年１月

31 日まで同社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｆ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭

和 53 年１月１日であることが確認できるとともに、同名簿には申立人

の氏名は見当たらず、健康保険証の番号に欠番が無いことが確認できる。 

また、同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 53 年１月１日

に厚生年金保険の被保険者資格を取得した二人の同僚のうち、申立人が

氏名を覚えていた同僚は、｢会社が社会保険に加入する前の期間は、国

民健康保険に加入して保険証をもらっていたので、給与から保険料は控

除されていなかったと思う。｣と供述しており、ほかの一人の同僚は、

｢会社は設立したばかりで、当初、社会保険には未加入で保険料も控除

されていなかった。その後に、社会保険加入の手続をしたと記憶してい

る。｣と供述している。 

さらに、事業主、事業主の妻及び上記のほかの一人の同僚の３人は、

昭和 52 年 12 月以前は国民年金に加入して保険料を納付していることが



  

確認でき、事業主とその妻は、50 年１月から２年間にわたり国民年金

保険料を前納していることから、この３人は、事業所が厚生年金保険の

適用事業所とはなっていないことを承知していたと判断できる。 

加えて、事業主の妻は、事業主は既に亡くなっており、会社はその時

点で誰にも引き継ぐことなく終わってしまっているので、当時の事業所

の事情の詳細については不明であると回答している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人は、厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2833 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年６月１日から同年８月１日まで 

    私がＡ株式会社Ｂ支店に入社したころは、事務職及び作業員の職種や

臨時社員及びアルバイトの雇用種別の区分は無く、全従業員が入社と

同時に社員となって、社会保険に加入して給与から保険料を天引きさ

れ、給与袋に給与明細書が添付されていた。このような取扱いは、ど

この支店でも共通するものであり、私だけが別扱いを受けることは無

いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ株式会社Ｂ支店に昭和 27 年６月１日から勤務していたの

で、申立期間についても厚生年金保険に加入していたと主張している。し

かし、申立人が同社に勤務した際の厚生年金保険被保険者資格取得日は、

厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により、27 年８月１日である

ことが確認できる。 

また、同様に健康保険労働者年金保険被保険者名簿により、申立人の資

格取得日が、前述の払出簿と同日であることが確認でき、健康保険番号の

欠番も無い上、この資格取得日はオンライン記録に一致している。 

   さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）においても、Ａ

株式会社Ｂ支店における資格取得日が昭和 27 年８月１日となっているこ

とが確認できる。 

加えて、Ａ株式会社が提出した昭和 32 年 10 月１日付け施行の「給与規

定」において、事務者と作業員の給与規定が異なること、税金、健康保険

料、厚生年金保険料、失業保険料、その他法令に定めるもの及び従業員代

表と協定したものはこれを控除すること、見習社員はこの規定を適用しな



  

いことが規定されているところ、同社の担当者は、申立期間当時において

も当該規定と同様の取扱いが行われており、見習社員の期間は２か月から

３か月としていたと元担当者等から聴いていたとして供述していることか

ら、申立人の申立期間は、見習社員の期間であるとみるのが自然である。 

   なお、事業主は、申立期間当時の資料が無いことから、申立人の厚生年

金保険料を控除していたかは不明としている上、申立人と同時期に勤務し

ていた同僚８人及び申立人の地元の友人一人に対して照会を行い、友人を

含む７人から回答を得たが、同僚６人のうち二人（作業員）は、入社日か

ら一定期間（２か月と３か月）経過後に被保険者資格を取得していること

が確認できた。このため、当該同僚二人は見習社員の期間が存在したもの

と思われることから、当該期間の厚生年金保険料を控除されていたか否か

について確認を行ったが、回答は無く、その他の同僚からも申立人の申立

期間における厚生年金保険料が控除されていたことを裏付ける供述を得る

ことができなかった。 

   また、申立人が挙げた５人の同僚については、そのうち３人の住所は把

握できず、残る二人は、オンライン記録に該当する名字の者は見当たらず、

申立期間にＡ株式会社の厚生年金保険被保険者ではなかったと考えられる。 

   このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2837 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 47 年８月１日から 49 年２月１日まで 

    ねんきん特別便の記録では、申立期間の標準報酬月額が申立期間以前

の額の半額となっているが、誤りであると思うので調査して記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したところ、

申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、オンライン記録とも一

致しており、標準報酬月額がさかのぼって訂正された形跡も認められない。 

また、事業主は、申立人について、標準報酬月額を引き下げた記憶は

無いと供述しているが、昭和 47 年８月１日に被保険者であった８人のう

ち４人の標準報酬月額の随時改定が行われ、申立人と同日に役員であっ

た者の二人の標準報酬月額が減額されているのが確認できる。 

   さらに、昭和 48 年 10 月１日の定時決定の標準報酬月額が、前年の随時

改定後の標準報酬月額と同額であることが、健康保険厚生年金保険被保険

者名簿で確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立期間については、申立人が厚生年金保険被保険者とし

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

    



  

埼玉厚生年金 事案 2838 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年６月 10 日から 48 年８月 31 日まで 

    社会保険庁（当時）の記録では、申立期間及びそれ以前の事業所に勤

務していた期間は脱退手当金を受給したことになっているが、私は申

立期間前のＡ株式会社分の脱退手当金は受け取ったが、申立期間のＢ

株式会社分は請求も受給もしていないので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当

金を支給したことを示す「脱」表示が無い一方で、Ｂ株式会社の健康保険

厚生年金保険被保険者原票には「脱」表示が記されている上、オンライン

記録上、申立期間後に申立期間とそれ以前の期間を基礎として脱退手当金

が支給された記録となっており、同一の被保険者記号番号で管理されてい

る申立期間とそれ以前の期間を支給期間とした脱退手当金の支給額に計算

上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても申立期間を含む脱退手当金を受給したこと

を疑わせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2839 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年１月 10 日から 42 年 10 月 26 日まで 

    私は申立期間に株式会社Ａで勤務していたが、一身上の理由により退

職した。社会保険庁（当時）の記録では、申立期間については脱退手当

金を受けていることになっているが、私は脱退手当金を請求しておらず、

受給もしていないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿の申立人の氏名は、昭和 44

年８月＊日に旧姓から新姓に氏名変更されており、申立期間に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿でも、同年７月＊日に氏名変更されたことが

確認できる上、申立期間の脱退手当金が同年９月 30 日に支給決定されて

いることを踏まえると、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が行われたと考

えるのが自然である。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支

給を意味する「脱」の表示が記載されており、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2840 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年４月１日から同年６月４日まで 

② 昭和 46 年８月３日から 47 年 11 月１日まで 

③ 昭和 48 年２月 16 日から 49 年 11 月１日まで 

④ 昭和 49 年 11 月１日から 51 年３月 11 日まで 

    私は申立期間①はＡ株式会社で、申立期間②は株式会社Ｂで、申立期

間③はＣ社で、申立期間④はＤ社で勤務していたが、結婚のために退職

した。社会保険庁（当時）の記録では、申立期間については脱退手当金

を受けていることになっているが、私は脱退手当金を請求しておらず、

受給もしていないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金裁定請求書には申立人の署名押印及び申立人の当時の住所が

記載されているとともに、昭和 51 年３月 26 日受付、同年５月 26 日送金

済の印がある上、脱退手当金裁定伺に記載された「計算の基礎となった期

間」及び「支給額」はオンライン記録と一致する。 

また、申立人の申立期間④のＤ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、

脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間④に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 51 年５月 26 日に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2841 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年６月９日から 31 年２月１日まで 

             ② 昭和 31 年 11 月１日から 38 年 10 月 30 日まで 

    社会保険庁(当時)の記録では、申立期間について脱退手当金を受給し

た記録になっている。私は申立期間②のＡ社を退職した際に、厚生年

金脱退申請書を提出した覚えは全く無く、一時金も受け取っていない

ので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金請求に係る関係書類は保存期間が経過しているため

確認ができないが、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記されて

いるとともに、申立期間の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 39

年１月 23 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2842 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年４月１日から同年８月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者期間を照会したところ、Ａ株式会社(本社)に

勤務していた期間の被保険者期間が４か月抜けていた。申立期間におい

ても電話交換手として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間に勤務したとするＡ株式会社及びＢ組合に照会したと

ころ、同社は「申立人が申立期間に勤務していたかどうかは不明であ

る。」としており、また、同健康保険組合は、「申立人の被保険者期間は

社会保険事務所（当時）の記録と同様で、申立期間の記録は無い。」と回

答している。 

また、当時の同僚７人に照会したところ、回答のあった４人のうち一

人は、「勤務していたと思うが、勤務期間は不明。」とするとともに、

ほかの３人は、「不明。」と回答している上、Ａ株式会社における申立

人の雇用保険の被保険者記録も社会保険事務所の記録と合致する。 

   さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立

期間の厚生年金保険の被保険者記録は無い。 

加えて、申立期間に係る給与明細書等の資料が無いことから、申立人

が給与から厚生年金保険料を控除されていたことを確認することができ

ない。 

このほか、申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな



  

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。    



  

埼玉厚生年金 事案 2843 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年５月１日から４年３月 30 日まで 

    Ａ校（現在は、Ｂ校）に臨時的任用で勤務した期間のうち、社会保険

庁（当時）の被保険者記録では、平成２年５月から３年４月までは厚

生年金保険に、同年５月から４年３月までは国民年金に加入となって

いるが、Ｃ会から交付されている人事異動通知書では、３年４月１日

から同年 10 月１日までの更新を経て４年３月 30 日までの任期となっ

ている。人事異動通知書のとおり、この間は同校に勤務し、厚生年金

保険に加入していたはずである。申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している人事異動通知書及び同僚の供述により、申立人が

申立期間において、Ａ校に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、Ｄ組合Ｅ支部は、「申立人の平成３年５月１日から４年

３月 30 日までのＦ（医療保険）組合員の資格記録があり、Ｇ（年金）の

記録は無いが、臨時的任用で勤務する職員は、１年以上勤務が継続した場

合、１年を超えた時点（13 か月目）からＨ組合に加入する取扱いとして

いることから、当時、申立人の勤務する所属所がＧの加入手続を行ってい

ない可能性がある。」と回答している。 

   また、申立人が所持する平成３年８月分の給料袋に貼付されている「差

引支給額」について、Ｃ会（Ｉ課）が保持する当時の「教育職給料表」の

給料月額を基に、所得税源泉徴収税額の控除を加味したうえで厚生年金保

険料の控除の有無について分析してみると、厚生年金保険料を控除したも

のとして算出される金額は、当該「差引支給額」を明らかに下回っている



  

ことから、申立人は、給与から厚生年金保険料を控除されていたとは考え

難い。 

   さらに、Ｃ会及びＢ校は、当時の給与関係書類を保持しておらず、申立

人の申立期間における給与からの厚生年金保険料の控除については確認が

できない。 

   このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


